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火災保険（引受少額短期保険業者：Mysurance株式会社） 

1 モノの保険普通保険約款 

＜用語の定義（五十音順）＞  

この普通保険約款において、次の用語の定義は下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ Ḿᾑ ᴥ ⁮ ⱧχάʺϤσΨ‰ΥᾑḾχοΜντ‮ ᾑἸ π ϛϣϦοΜϥ ᾑ Υζ

χḾᾑϬὓ▄χṁ ρΰο▄ ήϦϥ ᾑ τ βϥ τσϥάρϬΜΜϘ

βʻ 

Ἰ ᶎ  ᾑἸ χ Ὣρζχ Ϭ βϥϜχπʺ ᵓּזΥ ᾑἸ τיּ ΰ ꜗ

τϢμο ằβϥϜχϬΜΜϘβʻ 

⁮ ⱧϥβḩτᾑḾ ‮ σⱧʺκΞχ‮ ᾑἸ Ὣχ∑χἸ ₅ᵊ χ Ⱨ‮

ρβϥάρτϢμο ᵓּזΥ⁮ ϬẐϛθϜχϬΜΜϘβʻ 

ή Ⱨᾮ άχ ᾑἸ τ ήϦθ τṛ βϥⱧᾮϬΜΜϘβʻ 

θ χ ᾑἸ  άχ ᾑἸ ρ ᾑỲ◦ Ⱨ Ϭ αρβϥ ᾑἸ ϘθψẶↄἸ ϬΜΜϘ

βʻ 

ꜗ  ◓Ю˔и χ ︣ Ϭ βϥ Ϙθψ τϢϥ χΞκ ᵓּזΥ

ϛϥϜχϬΜΜϘβʻ 

ψ ᾑּי Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑּיϬΜΜϘβʻ 

ᾑṍḧ Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑṍḧϬΜΜϘβʻ 

第１章 補償条項 

第１条（保険金を支払う場合） 

当会社は、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。 

 

第２条（保険金を支払わない場合） 

(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いませ

ん。 

① 保険契約者、被保険者（注１）またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失また

は法令違反 

② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注

２)またはその者(注２)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者

が受け取るべき金額については除きます。 

③ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必

要な措置としてなされた場合を除きます。 

(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由によって生じた損害（注３）に対しては、保険金を支払

いません。 
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① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴

動（注４） 

② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

③ 核燃料物質（注５）または核燃料物質（注５）によって汚染された物（注６）の放射性、爆発

性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

④ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性ま

たはこれらの特性による事故 

（注１） 保険契約者、被保険者 

保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行する

その他の機関をいいます。 

（注２) その者（①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者） 

①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法

人の業務を執行するその他の機関をいいます。 

（注３) 次のいずれかに該当する事由によって生じた損害 

①から④までの事由によって発生した前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害、およ

び発生原因がいかなる場合でも同条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じ

た損害を含みます。 

（注４） 暴動 

群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、

治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 

（注５） 核燃料物質 

使用済燃料を含みます。 

（注６） 核燃料物質（注５）によって汚染された物 

原子核分裂生成物を含みます。 

 

第３条（保険金の支払額） 

当会社が、第１条（保険金を支払う場合）の保険金として支払うべき損害の額は、この普通保険

約款および付帯された特約によって定めます。 

 

第４条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額） 

他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額（注１）の合計額が、損害の額（注

２）を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。 

① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 

この保険契約の支払責任額（注１） 

② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 

損害の額（注２）から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引

いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額（注１）を限度とします。 

（注１）支払責任額 

それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算
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出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 

（注２）損害の額 

契約内容確認証記載の免責金額（注３）を差し引いた額とします。ただし、契約内容確認証に縮小

支払割合（注４）が記載されている場合は、契約内容確認証記載の免責金額（注３）を差し引いた額

に契約内容確認証記載の縮小支払割合（注４）を乗じた額とします。 

（注３）免責金額 

それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額

をいいます。 

（注４）縮小支払割合 

それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合は、そのうち最も高い縮小

支払割合をいいます。 

 

第２章 基本条項 

第５条（保険証券の発行の省略） 

(1) 当会社は、保険契約者の同意のもと、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証また

はこれに代わる書面（以下、この条において「保険証券等」といいます。）の発行を行いません。 

(2) 当会社は、保険証券等の発行に代えて、契約内容確認証を電磁的方法によって提示します。 

 

第６条（保険責任の始期および終期） 

(1) 当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まります。 

① 保険期間の初日の午前０時（注） 

② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎりま

す。 

③ 当会社が、保険料を領収した時 

(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後１２時に終わります。 

(3) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。 

（注）初日の午前０時 

契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。 

 

第７条（告知義務） 

(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実

を正確に告げなければなりません。 

(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失

によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約

者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。 

① (2)に規定する事実がなくなった場合 

② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知
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らなかった場合(注) 

③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項に

つき、電磁的方法等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出

を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられてい

たとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとし

ます。 

④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合または

保険契約締結時から５年を経過した場合 

(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第１６条（保険契約解除

の効力）の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険

金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しませ

ん。 

（注）事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 

当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を

告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 

 

第８条（通知義務） 

(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注１）が発生した場合は、保険

契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、そ

の事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。 

(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意

または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契

約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過し

た場合または危険増加が生じた時から５年を経過した場合は適用しません。 

(4) (2)の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第１６条（保険契約解除の効力）の

規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に

対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたと

きは、当会社はその返還を請求することができます。 

(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については

適用しません。 

(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注

２)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもっ

て、この保険契約を解除することができます。 

(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第１６条（保険契約解除

の効力）の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生

した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払

っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

（注１）告知事項の内容に変更を生じさせる事実 

告知事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等において、この条の適用がある事項として
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定めたものに関する事実にかぎります。 

（注２）この保険契約の引受範囲 

保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際の契

約申込画面等において定めたものをいいます。 

 

第９条（保険契約者の住所または通知先の変更） 

(1) 保険契約者が契約内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞

なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。 

(2) 保険契約者が(1)の通知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者が最後に当会社に通知し

た住所または通知先に発信した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。 

 

第１０条（契約内容の変更） 

(1) 保険契約者は、第７条（告知義務）から前条以外の契約内容の変更をしようとする場合は、電

磁的方法等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。 

(2) (1)の場合において、当会社が電磁的方法等による通知を受領するまでの間に生じた損害に対し

ては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。 

 

第１１条（保険契約の無効） 

(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を

もって締結した保険契約は無効とします。 

(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その

返還を請求することができます。 

 

第１２条（保険契約の失効） 

保険契約締結の後、保険の対象の全部が滅失した場合は、その事実が発生した時に保険契約はそ

の効力を失います。 

 

第１３条（保険契約の取消し） 

(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当

会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を取り消すことが

できます。 

(2) 損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払ってい

たときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

 

第１４条（保険契約者による保険契約の解除） 

保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除すること

ができます。 
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第１５条（重大事由による解除） 

(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する電磁的方法等によ

る通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的

として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 

② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした

こと。 

③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。 

ア．反社会的勢力（注）に該当すると認められること。 

イ．反社会的勢力（注）に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしている

と認められること。 

ウ．反社会的勢力（注）を不当に利用していると認められること。 

エ．法人である場合において、反社会的勢力（注）がその法人の経営を支配し、またはその法

人の経営に実質的に関与していると認められること。 

オ．その他反社会的勢力（注）と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 

④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある

場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重

大な事由を生じさせたこと。 

(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、

(1)の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対

しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき

は、当会社は、その返還を請求することができます。 

(3) 保険契約者が(1)の③ア．からオ．までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除が

なされた場合には、(2)の規定は、(1)の③ア．からオ．までのいずれにも該当しない被保険者に生

じた損害については適用しません。 

（注）反社会的勢力  

暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成

員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 

 

第１６条（保険契約解除の効力） 

保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

 

第１７条（保険料の取扱い－契約内容の変更の場合） 

(1) 当会社は、次に掲げる場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、

下表の規定に従い取扱います。 

Ỹ  ᾑ χ︡ӌΜ 

 ͓ ˢ⁮ Ṱ ˣ(1)τ

ϢϤ⁮ΫϣϦθ ΥⱧ

ρӰσϥם › 

  χ ᾑ ρ  ῇχ ᾑ χ₯ᶛϬ ḥϘθψ ẐΰϘβʻ 
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 ͔ ( Ṱ )(1)χ

τṁξΜοἸ Ϭ

 βϥ › 

 ͍͌ ˢἸ χ

 ˣ(1)χ Ϭβϥ › 

ⱳχ▄꜠τϢϤ▄ ΰθᶛϬ ḥΰϘβʻθιΰʺὓ▄ΰθὫᴮΥ

ЫϱЗІτσϥ ›ψʺ▄ ΰθᶛϬ ẐΰϘβʻ 

 

 

(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合（注４）は、

保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契

約を解除できるときは、当会社は、次に定める時から、追加保険料を領収するまでの間に生じた

事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払って

いたときは、当会社はその返還を請求することができます。 

① (1)①に該当する場合は、保険期間の初日 

② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時 

(4) 当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料の支払を怠った場合（注４）は、追加保

険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものと

して、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。 

（注１）既経過月数 

１か月に満たない期間は１か月とします。 

（注２）保険期間月数 

１か月に満たない期間は月数に算入しません。 

 

（注３） 

   

計算の結果、０未満となる場合は０とします。 

（注４) 追加保険料の支払を怠った場合 

当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払

がなかった場合にかぎります。 

 

第１８条（保険料の取扱い－無効、失効、取消しまたは解除の場合） 

(1) 当会社は、保険契約が無効、失効、取消しまたは解除となる場合の保険料の返還は、下表の規

定に従い取扱います。 

Ỹ  ᾑ χ︡ӌΜ 

 ͍͍ ˢ ᾑἸ χ

῟ˣ(1)χṛ τϢϤ ᾑ

Ἰ Υ ῟ρσϥ › 

ᾑ ψ ḥΰϘδϭʻ 

 ͍͏ ˢ ᾑἸ χ︡

ΰˣχṛ τϢϤʺ

ᵓּזΥ ᾑἸ Ϭ︡Ϥ

ΰθ › 

既経過月数（注１） 

保険期間月数（注２） 
×（１－ ）（注３） 

変更前の保険

料と変更後の

保険料の差額 

 

既経過月数（注１） 

保険期間月数（注２） 
１－ 
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 ⱳχϯʽ˙ϵʽχṛ τ

ϢϤʺ ᵓּזΥ ᾑἸ

Ϭᵔ ΰθ › 

ϯʽ ͓ ˢ⁮ Ṱ ˣ(2) 

ϱʽ ͔ ˢ Ṱ ˣ(2)

Ϙθψ(6) 

ϳʽ ͍͑ ˢ Ⱨ τ

Ϣϥᵔ ˣ(1) 

ϵʽ ͍͓ ˢ ᾑ χ︡

ӌΜ˵Ἰ χ  

χ ›ˣ(2) 

ⱳχ▄꜠τϢϤ▄ ΰθᶛϬ ḥΰϘβʻ 

 

ᵔ Ϙθψﬞ῟ τΣΪϥἸ τṁξΦὓ▄ΰθ ᾑ  

 

 ͍͎ ˢ ᾑἸ χﬞ

῟ˣχṛ τϢϤ ᾑἸ

Υﬞ῟ρσϥ › 

 ͍͐ ˢ ᾑἸ τיּ

Ϣϥ ᾑἸ χᵔ ˣχ

ṛ τϢϤʺ ᾑἸ יּ

Υ ᾑἸ Ϭᵔ ΰθ

› 

 

(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約

の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったと

きは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を当会社

が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第１４条（保険契約者による保険契

約の解除）の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

（注１）既経過月数 

１か月に満たない期間は１か月とします。 

（注２）保険期間月数 

１か月に満たない期間は月数に算入しません。 

 

（注３） 

   

計算の結果、０未満となる場合は０とします。 

 

第１９条（事故の通知） 

事故の通知は、この普通保険約款および付帯された特約に従います。 

 

第２０条（保険金の請求） 

保険金の請求は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。 

 

第２１条（保険金の支払時期） 

保険金の支払時期は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。 

ṌὊᵃὮ ˢ ͍ˣ 

ᾑṍḧὮ ˢ ͎ˣ 

˷ˢ͍˵ ˣs ͏ˣ 

既経過月数（注１） 

保険期間月数（注２） 
１－ 
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第２２条（時効） 

保険金請求権は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に定める保険金請求権を行使で

きる時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって消滅します。 

 

第２３条（代位） 

(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合におい

て、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただ

し、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。 

① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 

被保険者が取得した債権の全額 

② ①以外の場合 

被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 

(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転し

た債権よりも優先して弁済されるものとします。 

(3) (1)の規定により、被保険者が借家人に対して有する債権を当会社が取得した場合で、被保険者

から反対の意思表示があったときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家

人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、当会社は、これ

を行使します。 

(4) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのため

に当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、

当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。 

（注）損害賠償請求権その他の債権 

当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行

為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 

 

第２４条（保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減払） 

(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、保険期間の途中におい

て、当会社の定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。 

(2) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところ

により、保険金の削減払を行うことがあります。 

(3) 当会社は、(1)および(2)の適用を行う場合は、速やかに保険契約者にその旨を通知します。なお、

通知を行う前に生じた事故については、(1)および(2)の規定は適用しません。 

 

第２５条（保険契約者死亡時の取扱い） 

保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続

人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移

転するものとします。 
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第２６条（保険契約者が複数の場合の取扱い） 

(1) この保険契約について、保険契約者が２名以上である場合は、当会社は、代表者１名を定める

ことを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとし

ます。 

(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の１名に

対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。 

(3) 保険契約者が２名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通

保険約款および付帯された特約に関する義務を負うものとします。 

 

第２７条（訴訟の提起） 

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。 

 

第２８条（準拠法） 

この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。 
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2 家財基本特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Κ ᴒᵰ ʾ  ʺ ʺᶀʺЌрϼʺЂϱкʺӻᾭʺ ḄϘθψᵰ πὺ τ

ΰσΜϜχϬΜΜϘβʻσΣʺ ΣϢό χ ᵗϬ ♁βϥθϛχ 

σϣότ ϬḯϙϘδϭʻ 

Τ Ἰ ᶎ  ᾑἸ χ Ὣρζχ Ϭ βϥϜχπʺ ᵓּזΥ ᾑἸ τיּ ΰ ꜗ

τϢμο ằβϥϜχϬΜΜϘβʻ 

Ἰ ᶎ Ṝ

∏χὺ  

Ἰ ᶎ Ṝ∏χ Ὧ ∕ τ ∕βϥὺ ϬΜΜϘβʻ 

ṝỲ ʾ‍  ᾑχ πΚϥᴪ∞χΞκʺⱳχΜγϦΤχ ϬΜΜϘβʻ 

 ṝỲ ʺ ỜΣϢό σϣότ ᵊʺ₃
ρΞ

ʺ ⁭ ζχ χ  

 ‍ ʺ ὓ ʺ ӛʺ
ϋσ

ἷʺ
Μ

ἷʺ ἷʺ♠ἷʺ ἷʺ ˢ ˣ̋ ζ

χ άϦϣτ βϥ  

ˢ ˣ  

῝ ʺ σςԁ χⱧםϘθψᾂ Ṱ ḩἰϬ βϥ Ϭ

ΜΜϘβʻθιΰʺ ὴΣϢό֫ Ẩ Ϭ ΦϘβʻ 

ẚ  Ḛʺ Ḛʺ Ќрϼʺẚ ЌрϼʺЕϱйχ χ ʺ֗ ʺ

ᴟ ʺІФзрϼж˔ ΣϢό ʺІЛ˔ЍϼЕˢ ˣ ϬΜΜʺ ή

ϦοΣϣγζχ χ τằβϥ Ш˔Іχ Ϭ ΦϘβʻσΣʺ ΰ

ʺ ʺ Ṑʺ╡ ṀΣϢό τνΜοψʺ τ σϥ Ḛ

χϙϬẚ τḯϙʺ ζχϜχψẚ τḯϙϘδϭʻ 

ˢ ˣІЛ˔ЍϼЕ 

ᴒ₢χ Ϭ π Τΰο βϥ ϬΜΜϘβʻ 

₃
とう

 Ṇ ᴣ Ϙθψ ᴣ χΚϥᾥ ἇʺᾥ ζχ άϦϣτ βϥϜχ

ϬΜΜϘβʻ 

™ ᴣᶛ ᵲΥ αθ ΣϢόⱲτΣΜο ᾑχ ρ ԁχלʺ ʺṛ ʺἷʺ

χϜχϬ™︡ βϥχτ βϥᶛϬΜΜϘβʻ 

Ⱳᴣᶛ ᾑχ χ™ ᴣᶛΤϣ► τϢϥ ΣϢόὊᵃ σςτᴂαθᾚᴣ

ᶛϬΏ ΰθᶛϬΜΜϘβʻθιΰʺṝỲ ʺ ỜΣϢό σϣότ ᵊʺ

₃
とう

ʺ ⁭ ζχ χ τνΜοψʺζχ ᾑχ ρ ρ ϛϣϦϥ

χ◕ ᴣᶛϬΜΜϘβʻ 

ή  χ ΥσΜΤΧϤʺӤΜχ Ϭ ϩγʺ ᾑχ χ ∕βϥ Σ

ϢόάϦτ ΰθ πʺ ԁ ᾑἸ Ϙθψיּ ᾑּיτϢμο ήϦ

οΜϥϜχϬΜΜϘβʻϘθʺ῝ ʺᴱ Υᵒ∕ΰοΜοϜ ψ ή

ϦϥάρσΨʺάϦϬ ΰθ ρϙσΰϘβʻ 

Ⱨᾮ ͍ ˢ ᾑỲϬ◦ Ξ ›ˣχⱧᾮϬΜΜϘβʻ 

◦ ᶛ χ ᾑἸ ΥσΜϜχρΰο▄ ΰθ◦ ΞϓΦ ᾑỲϘθψẶↄỲχᶛ

ϬΜΜϘβʻ 

ὴכּ  ʺНІʺ ϜΰΨψ‚ἋṐχ ὴʾ‚Ἃὴˢכּ ˣ̋ ὴʺḢΊὴϘθ

ψ “ὴϬΜΜϘβʻ 

ˢ ˣ ʺНІʺ ϜΰΨψ‚ἋṐχ  ὴʾ‚Ἃὴכּ
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ṍὴϬ ΦϘβʻ 

 ͒ χὬ ʺ ἌּיϘθψ͏ χԎ ϬΜΜϘβʻ 

ᵲ ᵓּזΥ ᾑỲϬ◦ ΞϓΦ ᵲϘθψ ϬΜΜʺ Ϙθψ τ σ

τϢμο ᾑχ τνΜο αθ ᵲϬḯϙϘβʻ 

θ  ᴻ τ ήϦθ τ ∕βϥᴻ ϬΜΜϘβʻ 

ЩАϼІ  ᴻ τ ήϦθᴻ Ϭ Ḛβϥθϛτ τ ήϦθ ▀ϬΜΜϘ

βʻ 

ὺ  τ ΰʺᴒ₢ΣϢό Ϙθψ Ϭ βϥϜχϬΜΜʺ ʺ ʺᶀʺЌр

ϼʺЂϱкʺӻᾭʺ Ḅʺᵰ χᴒᵰ ʾ Ϭ ΦϘβʻ 

χ ᾑἸ  άχ ᾑἸ τΣΪϥ ᾑχ ρ ԁχ τ ∕βϥ ᾑּי χ

ᾑχ τνΜο ὫήϦθ ͍ ˢ ᾑỲϬ◦ Ξ ›ˣχ ᵲϬ βϥ

χ ᾑἸ ϘθψẶↄἸ ϬΜΜϘβƇ 

ᵁ  ᵁΣϢό ︣ϬΜΜϘβʻ 

 ế ʺ ϘθψάϦϣχ ϬΜΜϘβʻ 

₳ Ϧ ᵳ Ϧʺ ᶪϤʺ Ϙθψ╦ ϦϬΜΜʺ Ϭ ΦϘβʻ 

ψ Ἄּי ₒԎχ ︣ ϬΜΜʺ χף ︣ ˢ ͍ˣΣϢό О˔ЕЗ˔ˢ ͎ˣϬ

ḯϙϘβʻθιΰʺ χף ︣ ΣϢό О˔ЕЗ˔ψʺₒԎχӪ◘ˢ

О˔ЕЗ˔χ ›ψʺО˔ЕЗ˔ḩἰϬ τϩθϤὋ βϥӪ◘ˣϬϜκʺ

ạτϢϤₒԎḩἰτ αθ ᶨϬְϭπΜϥ ›τΤΧϤʺ ἌּיτḯϙϘ

βʻ 

ˢ ͍ˣ χף ︣  

ₒԎχ ϬΰοΜσΜθϛτʺ χ ρ ϛϣϦσΜϜχχʺₒԎ

ḩἰρӰσϣσΜ χלםϬ Πϥ τΚϥ ϬΜΜϘβʻ 

ˢ ͎ˣ О˔ЕЗ˔ 

ᾭ χ Υ ԁπΚϥθϛτʺ χ ρ ϛϣϦσΜϜχχʺₒ

ԎḩἰρӰσϣσΜ χלםϬ Πϥ τΚϥ ϬΜΜϘβʻ 

Ϙθψ  ṓ Ϙθψ ṓχẍὣσ Ϭ Ξ ᵗϘθψζχᾝ ϬΜΜϘβʻ 

ᾑּי Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑּיϬΜΜϘβʻ 

ᾑּיӟᵰχּי

Υ βϥᾭע 

ᾑּיӟᵰχּיΥ βϥע χϕΤʺἋᴪʺЦжрЍϘθψи˔ТНиЀ

И˔ χ ІЧ˔ІϬḯϙϘβʻ 

ᾑ ḏ ЯЛχ ᾑ ᾑ ḏϬΜΜϘβʻ 

ẛ  ᵲΥ αθ ΣϢόⱲτΣΜοʺ ᾑχ ϬⱧᾮ χ τ ẛβ

ϥθϛτ σ ˢ ͍ˣϬΜΜʺὊ τϢϤ ᴟΰθ χ ẛ ˢ

͎ˣϬ ΦϘβʻσΣʺ ᾑχ χ ẛτ∑ΰοʺ ᵓּזΥʺ χ

Υᴦ πΚϤʺΤνʺζχ χῖḊτϢϥ ẛ Υ τϢϥ ẛ

Ϭ Πϥρ ϛθρΦψʺζχ χ ẛ ψ τϢϥ ẛ ρΰϘ

βʻ 

ˢ ͍ˣ ᾑχ ϬⱧᾮ χ τ ẛβϥθϛτ σ  

τ∑ם ẛΰσΜ ›ψʺ Ϭ“Πω βϥρ ϛϣϦϥ ϬΜΜϘ

βʻ 

ˢ ͎ˣὊ τϢϤ ᴟΰθ χ ẛ  
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ᾑχ χꜛ χ ϜΰΨψ ᴟϘθψ τϢϥל ʺ ʺήόʺל

Τόʺ ʺ ʺ ʺϋόᶤϦʺ ΥϦʺ κʺ •ϜΰΨψꜛ

χ ᵲζχ ⱨχ ᵲϬḯϙϘβʻσΣʺ ᵲΥ αθ χ ẛχθϛτ

ρ ϛϣϦϥ ›ψ ẛ τḯϛϘβʻ 

ᾑỲᶛ Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑỲᶛϬΜΜϘβʻ 

Ϟ Ỳ  Ỳ Ϙθψ Ỳ ϬΜΜʺ ΣϢό Ỳԏ ΰ χᾝỲꜛ ◦ Ṑ

ϸ˔ЖϬḯϙϘβʻ 

 

第１条（保険金を支払う場合） 

当会社は、次に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、

保険金を支払います。 

① 火災、落雷、破裂または爆発 

② 風災（注１）、 雹
ひょう

災または雪災（注２）（注３）。ただし、風、雨、雪、 雹
ひょう

、砂塵
じん

、融雪水その

他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物ま

たは屋外設備・装置の外側の部分（注４）が風災（注１）、 雹
ひょう

災または雪災（注２）の事故によ

って破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、

浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。 

③ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしく

はその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵
じん

、粉塵
じん

、煤
ばい

煙その他これらに

類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れもしくは台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・

高潮・土砂崩れ・落石等の水災または②の事故による損害を除きます。 

④ 次に掲げる事故に伴う漏水、放水または溢
いっ

水（注５）による水濡れ。ただし、台風、暴風雨、

豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災もしくは②の事故による損害また

は給排水設備自体に生じた損害を除きます。 

ア．給排水設備に生じた事故 

イ．被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 

⑤ 騒 擾
じょう

およびこれに類似の集団行動（注６）または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 

⑥ 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損 

⑦ 契約内容確認証記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券

等（注７）の盗難。ただし、小切手の盗難による損害については、次のア.およびイ．に掲げる事

実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次のウ．およびエ.に掲げる事実があ

ったこと、乗車券等の盗難については次のオ.に掲げる事実があったことを条件とします。 

ア. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人（注８）および支払

金融機関あてに被害の届出をしたこと。 

イ. 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 

ウ. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をした

こと。 

エ. 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 

オ. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届

出をしたこと。 
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（注１）風災 

台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 

（注２）雪災 

豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入も

しくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 

（注３）雪災（雪災の事故による損害） 

雪災（注２）の事故による損害が１回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事

故によって生じたことが第１１条（保険金の支払時期）の規定に基づく確認を行ってもなお明らかで

ないときは、これらの損害は、１回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保

険契約者または被保険者は、第８条（事故発生時の義務および損害防止費用）の規定に基づく義務を

負うものとします。 

（注４）建物または屋外設備・装置の外側の部分 

建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。 

（注５）溢
いっ

水 

水が溢れることをいいます。 

（注６）騒 擾
じょう

およびこれに類似の集団行動 

群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害

される状態または被害を生ずる状態であって、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合）(2)

の①の暴動に至らないものをいいます。 

（注７）生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等 

小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。 

（注８）小切手の振出人 

被保険者が振出人である場合を除きます。 

 

第２条（保険金を支払わない場合） 

(1) 当会社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合）に規定する損害のほか、次に掲げ

る事由によって生じた損害についても、保険金を支払いません。 

① 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 

② 保険の対象である家財の置き忘れ（注１）または紛失（注２） 

③ 保険の対象である家財が契約内容確認証記載の建物（注３）外にある間に生じた事故。ただし、

宅配物および宅配ボックス等に生じた事故を除きます。 

④ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故 

(2) 当会社は、次に掲げる損害および次によって生じた損害 （注４）については、保険金を支払い

ません。 

① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を

管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。 

② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、

浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害 

③ ねずみ食い、虫食い等 
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④ 雨漏りおよび風、雨、雪、 雹
ひょう

、砂塵
じん

、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込み

または漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分（注５）が前条に規定する事故に

よって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、

浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。 

⑤ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任（注

６）を負うべき損害 

(3) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の

剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損（注７）であって、保険の

対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金

を支払いません。 

（注１）置き忘れ 

保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 

（注２）置き忘れ（注１）または紛失 

置き忘れ（注１）または紛失後の盗難を含みます。 

（注３）契約内容確認証記載の建物 

保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。 

（注４）次に掲げる損害および次によって生じた損害 

前条に掲げる事故が生じた場合は①から⑤に掲げる損害にかぎります。 

（注５）建物または屋外設備・装置の外側の部分 

建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。 

（注６）契約上の責任 

保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。 

（注７）外観上の損傷または汚損 

落書きを含みます。 

 

第３条（保険の対象の範囲） 

(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する契約内容確認証記載の建物に収容さ

れている被保険者が所有する家財（注１）とします。 

(2) 被保険者またはその配偶者の親族の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されてい

るものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 

(3) 建物と家財の所有者が異なる場合において、次に掲げる物で被保険者の所有する生活用のもの

は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 

① 畳、建具その他これらに類する物 

② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち

建物に付加したもの 

③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの 

(4) 次に掲げる物は、家財に含まれません。 

① 自動車（注２）、船舶（注３）および航空機 

② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等（注４）その他これらに類する物（注
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５） 

③ 商品・製品等（注６） 

④ 業務用の 什
じゅう

器・備品等 

⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラ

ム、データその他これらに類する物(注７) 

（注１）家財 

物置、車庫その他の付属建物に収容される家財、宅配物および宅配ボックス等は、特別の約定がな

いかぎり、家財に含まれます。 

（注２）自動車 

自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が１２５ｃｃ以下の原動機付自転車は

家財に含みます。 

（注３）船舶 

ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 

（注４）乗車券等 

定期券は保険の対象に含まれます。 

（注５）通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等（注４）その他これらに類する物 

生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等（小切手以外の有価証券およびその他こ

れらに類する物を除きます。）に、第１条（保険金を支払う場合）⑦の損害が生じたときは、これら

を保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう保険金額には、これらの価

額を含みません。 

（注６）商品・製品等 

商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 

（注７）プログラム、データその他これらに類する物 

ＯＳなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログ

ラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュ

ータについて第１条（保険金を支払う場合）の保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象に含む

ものとします。 

 

第４条（保険金の支払額） 

(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額（注１）は、再調達価額で定めます。この場合において

損害が生じた家財を復旧することができるときには、家財（注２）の再調達価額を限度として、

次の算式により算出した額とします。 

復旧費用 － 
復旧に伴って生じた残存物（注３）が

ある場合は、その価額 
＝ 損害の額 

 

(2) (1)の規定において、貴金属・稿本等の場合は、その時価額（注４）によって定め、家財の再調

達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。 

(3) (1)にかかわらず、印紙および切手の場合は、その料額によって定めます。 

(4) 当会社が支払う保険金の額は、損害の額とします。ただし、１回の事故につき保険金の種類ご

とに下表の金額を限度とし、複数に該当する場合であっても保険金額を超えないものとします。 
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 ᾑỲχ  ᾢ ᶛ 

 ͍ ˢ ᾑỲϬ◦

Ξ ›ˣ Τϣ Ϙπ

χ ᾑỲ 

ṝỲ ʾ‍  ͎͌͌ Ϙθψד ᾑỲᶛχΜγϦΤ

Μᶛ 

Ṝӟᵰχ  ᾑỲᶛ 

 

 

͍ χ ᾑỲ ᵁ ʺԊ♠ʺ ︣Ϙθψ

ὴכּ  

͍ έρτ͎͌  ד

 

Ỳ  ͍ έρτ͎͌͌ Ϙθψד ᾑ

ỲᶛχΜγϦΤ Μᶛ 

 

（注１）損害の額 

第１条（保険金を支払う場合）⑥および⑦に規定する盗難によって生じた損害について、盗取され

た保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。ただし、貴金属・稿本

等以外については再調達価額を、貴金属・稿本等については時価額（注４）を限度とします。 

（注２）家財 

家財に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する契約内容確認

証記載の建物または付属建物内で第１条（保険金を支払う場合）の事故により損害を受けたため、損

害発生後７日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれてい

る場合のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する契約内容確認証記載の建物

または付属建物内で同条の事故により損害を受けたため、損害発生後７日以内に枯死（注５）したと

きにのみ保険金を支払います。 

（注３）復旧に伴って生じた残存物 

損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 

（注４）時価額 

1 個または 1 組の時価額が 100 万円を超える場合には、100 万円を時価額とみなします。 

（注５）枯死 

その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。 

 

第５条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額） 

(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに

＜保険金の支払限度額表＞に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険

金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とし

ます。 

＜保険金の支

払限度額表＞

に掲げる支払

限度額 

－ 

再調達価額基準の他の保険契

約等（注１）によって既に支払

われている保険金または共済

金の額 

－ 

時価額基準の他の

保険契約等（注２）

によって支払われ

るべき保険金また

は共済金の額 

Ṭ 
保 険 金

の額 
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＜保険金の支払限度額表＞ 

 ᾑỲχ  ◦ ᾢ ᶛ 

 ͍ Τϣ Ϙπχ

ᾑỲ 

ṝỲ ʾ‍  ͍ᵕχⱧᾮτνΦʺ͎͌͌ ˢד

͏ˣϘθψ ᵲχᶛχΜγϦΤ Μ

ᶛʻ 

Ṝӟᵰχ  ᵲχᶛ 

 

 

͍ χ ᾑỲ ᵁ ʺԊ♠ʺ ︣Ϙθψ

ὴכּ  

͍ᵕχⱧᾮτνΦʺ͍ έρτ͎

͌ ˢד ͐ˣϘθψ ᵲχᶛχΜγ

ϦΤ Μᶛ 

Ỳ  ͍ᵕχⱧᾮτνΦʺ͍ έρτ͎

͌͌ ˢד ͏ˣϘθψ ᵲχᶛχΜ

γϦΤ Μᶛ 

 

(2) 損害が２種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定を

おのおの別に適用します。 

（注１）再調達価額基準の他の保険契約等 

再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。 

（注２）時価額基準の他の保険契約等 

時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。 

（注３）２００万円 

他の保険契約等に、限度額が２００万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も

高い額とします。 

（注４）２０万円 

他の保険契約等に、限度額が２０万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高

い額とします。 

 

第６条（残存物および盗難品の帰属） 

(1) 当会社が第１条（保険金を支払う場合）の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物に

ついて被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない

かぎり、当会社に移転しません。 

(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第１条（保険金を支払う場合）⑥の保険金を支払う

前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかった

ものとみなします。 

(3) 保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第１条（保険金を支払う場合）⑥

の保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取さ

れた保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 

(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った保険金に相当する額（注）を当会社に払

い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 

（注）既に受け取った保険金に相当する額 

回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 
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第７条（保険金額の調整） 

(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および

被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもっ

て、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 

(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対す

る通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの

減額を請求することができます。 

 

第８条（事故発生時の義務および損害防止費用） 

(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の義務を履行しなけれ

ばなりません。 

Ỹ  Ṱ χ  

 ᵲ ♁Ṱ  ᵲχ ΣϢόᶈ χ ♁τ ϛϥάρʻ 

 Ⱨᾮ Ṱ  ⱳτἿΫϥⱧϬ‮ σΨʺ ᵓּזτ βϥάρʻ 

ϯʽⱧᾮχ ệʺ ᵲּיχ ΣϢό♃ Ϙθψ  

ϱʽⱧᾮ χ Ⱳʺ ϘθψⱧᾮχ ệτνΜο ρσϥ

ΥΚϥיּ ›ψʺζχּיχ ΣϢό♃ Ϙθψ  

ϳʽ ᵲ χ ẐϬ Ϊθ ›ψʺζχ  

 Ṱ  ᾑχ Υ τΚμθ ›ψʺ σΨὕ╔τ Ϊ ϥάρʻ 

 ᾂ “►Ṱ  τ ᵲ χ Ẑˢ ͍ˣϬβϥάρΥπΦϥ ›ψʺζχᾂ

χ Ϙθψ“►τ σ︣ Ϭβϥάρʻ 

 ᶎ Ṱ  ᵲ χ Ẑˢ ͍ˣϬ Ϊθ ›ψʺừẍ Ϭ„αϥρΦϬ

ΦʺΚϣΤαϛ ᵓּזχ Ϭ σΜπʺζχ Ϙθψԁ Ϭ

ΰσΜάρʻ 

 Ṱ  ᵲ χ Ẑˢ ͍ˣτνΜοχ Ϭ ṞΰʺϘθψ ṞήϦ

θ ›ψʺ σΨ ᵓּזτ βϥάρʻ 

 ᾑ Ṱ  χ ᾑἸ χ ΣϢό ˢ ͎ˣτνΜο σΨ ᵓּז

τ βϥάρʻ 

 Ṱ  χϕΤʺⱳτ ϛϥάρʻ 

ϯʽ ᵓּזΥ τ ρβϥ Ϙθψ ẤρσϥϜχϬẐϛθ

›ψʺ σΨʺάϦϬ βϥάρʻ 

ϱʽ ᵓּזΥʺ ᵲχ ₰χθϛτʺ ζχ χ ϜΰΨψ

Ấχא ʺϘθψ σ ϬẐϛθ ›ψʺάϦτᴂ

αʺ σ ϬẐϛθ ›ψʺάϦτẸ βϥάρʻ 

 

(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査

することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することも
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しくは一時他に移転することができます。 

(3) (1)①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害

の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約

における保険金を支払わない場合に該当しないときは、当会社は、次に掲げる費用にかぎり、こ

れを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因と

する火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。 

① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 

② 消火活動に使用したことにより損傷した物（注３）の修理費用または再取得費用 

③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用（注４） 

(4) 第４条（保険金の支払額）の保険金の支払額、第５条（他の保険契約等がある場合の保険金の

支払額）(1)の規定は、(3)の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第５

条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）(1)の規定中「＜保険金の支払限度額表＞に掲

げる支払限度額」とあるのは「第８条（事故発生時の義務および損害防止費用）(3)によって当会

社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。 

(5) (3)の場合において、当会社は、(3)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超え

るときでも、これを負担します。 

（注１）損害賠償の請求 

共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 

（注２）他の保険契約等の有無および内容 

既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 

（注３）消火活動に使用したことにより損傷した物 

消火活動に従事した者の着用物を含みます。 

（注４）消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用 

人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 

 

第９条（事故発生時の義務違反） 

保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次

の金額を差し引いて保険金を支払います。 

Ỹ  ₯ԏỲᶛ 

 (1)χ χ ᵲ ♁Ṱ

Ӹ  

Ϙθψᶈ Ϭ ♁βϥάρΥπΦθρ ϛϣϦϥ ᵲχᶛ 

 (1)χ χⱧᾮ

Ṱ Ӹ  

ᵓּזΥ μθ ᵲχᶛ 

 (1)χ χ Ṱ

Ӹ  

 (1)χ χᾂ “

►Ṱ Ӹ  

τ ᵲ χ Ẑˢ ˣϬβϥάρτϢμο︡ βϥάρΥπ

Φθρ ϛϣϦϥᶛ 

 (1)χ χ

ᶎ Ṱ Ӹ  

ᵲ ΥσΜρ ϛϣϦϥᶛ 

 (1)χ χ Ṱ ᵓּזΥ μθ ᵲχᶛ 
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Ӹ  

 (1)χ χ ᾑ

Ṱ Ӹ  

 (1)χ χ

Ṱ Ӹ  

 

（注）損害賠償の請求 

共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 

 

第１０条（保険金の請求） 

(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるもの

とします。 

(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるもの

を電磁的方法等により当会社に提出しなければなりません。 

① 保険金請求書 

② 損害見積書 

③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 

④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また

は証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの 

(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険

者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を

当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求すること

ができます。 

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注１） 

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合

は、被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族（注２） 

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できな

い事情がある場合は、①以外の配偶者（注１）または②以外の３親等内の親族（注２） 

(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後

に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。 

(5) 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の

書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、

当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 

(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もし

くは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造し

た場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

（注１）配偶者 

＜用語の定義（五十音順）＞の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。 

（注２）親族 
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＜用語の定義（五十音順）＞の規定にかかわらず、親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎ

ります。 

 

第１１条（保険金の支払時期） 

(1) 当会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うため

に必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。 

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害

発生の有無および被保険者に該当する事実 

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由とし

てこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額（注２）および事故と損害との関

係 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、

失効または取消しの事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害

賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険

金の額を確定するために確認が必要な事項 

(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわ

らず、当会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて次に掲げる日数（注３）を経過する日

までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認

を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。 

σ ᵓϘθψ ₰  

 (1)Τϣ ϘπχⱧᶎϬ‮ βϥθϛχʺὕ╔ʺᾁ╔ʺ ζχ χ῝χ

ṐḩτϢϥ ₰Ϙθψ ₰Ὣᴮχ ᵓˢ ͐ˣ 

180 

 (1)Τϣ ϘπχⱧᶎϬ‮ βϥθϛχʺ ṐḩτϢϥḦ χὫᴮχ

ᵓ 

90  

 ←ᵲẎ ˢ 22 118‹ˣΥ ήϦθ←ᵲχ ← ӽτΣΪ

ϥ(1)Τϣ ϘπχⱧᶎχ‮ χθϛχ ₰ 

60  

 (1)Τϣ ϘπχⱧᶎχ‮ Ϭ ⁯ τΣΜο“Ξθϛχ σ︣

ΥσΜ ›χ ⁯ᵰτΣΪϥ ₰ 

180 

 

(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく

その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注５）は、これにより確認が遅延した期間に

ついては、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。 

（注１）請求完了日 

被保険者が前条(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。 

（注２）損害の額 

再調達価額を含みます。 

（注３）次に掲げる日数 

複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 
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（注４）照会 

弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 

（注５）これに応じなかった場合 

必要な協力を行わなかった場合を含みます。 

 

第１２条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および

これに付帯された他の特約の規定を準用します。 
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3 借家人賠償責任特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ ︠ ּס ᾭעχ ︠ϬΜΜʺ ϬḯϙϘβʻ 

ή Ⱨᾮ ͍ ˢ ᾑỲϬ◦ Ξ ›ˣχⱧᾮϬΜΜϘβʻ 

סּ ᾭע ᾑּיχּס βϥἸ ᶎ Ṝ∏χὺ τ ∕βϥạ χᾭע( )ϬΜ

Μʺ ᾑּיΥּס Ϙθψ βϥ ᾫζχכּʺ χ ὺ ΣϢόᴒᵰ

ʾ πΚμο τ ∕βϥϜχϬḯϙϘβʻ 

( ) ạ χᾭע 

Ⱨ ρΰοϜ► ΰοΜϥ ›ϬḯϙϘβʻ 

ᵗ ﬞʺױ Ϙθψ ϬΜΜϘβʻ 

ᵲ Ỳ ᵲ ỲϬ◦ μθάρτϢϤ ӡ︡ βϥϜχΥΚϥ ›ψʺζχᴣᶛϬ

Ώ ΰϘβʻ 

θ χ ᾑἸ  ͍ ˢ ᾑỲϬ◦ Ξ ›ˣχ ᵲϬ βϥ χ ᾑἸ ϘθψẶↄἸ

ϬΜΜϘβʻ 

ψ ᾑּי Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑּיϬΜΜϘβʻσΣʺ ᾑּיΥ Ϙθψיּ

πΚϥיּ ›ψʺ ᾑּיχ ᾂּיʺζχ χ χḗ Ṱ Σיּ

Ϣόḗ Ṱ τיּ ϩμο ᾑּיϬḗ βϥּיˢ ˣϬḯϙϘβʻθιΰʺ

Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑּיτḩβϥⱧᾮτΤΧϤϘβʻ 

ˢ ˣḗ Ṱ τיּ ϩμο ᾑּיϬḗ βϥּי 

ᾑּיχ τΤΧϤϘβʻ 

ᾑỲᶛ Ἰ ᶎ Ṝ∏χάχ χ ᾑỲᶛϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（保険金を支払う場合） 

当会社は、借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により、損壊した

場合において、被保険者が借用戸室について貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することに

よって被った損害（以下「損害」といいます。）に対して、この特約に従い、保険金を支払います。 

 

第２条（保険金を支払わない場合） 

(1) 当会社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合）に規定する事由のほか、次に掲げ

る事由によって借用戸室が損壊した場合において、被保険者が被った損害についても、保険金を

支払いません。 

① 保険契約者、被保険者(注１)またはこれらの者の法定代理人の故意 

② 被保険者の心神喪失または指図 

③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った

仕事による場合を除きます。 
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④ 普通保険約款第２条(2)①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の

混乱に基づいて生じた事故 

(2) 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次に掲げる借用戸室の損壊による損害に対しては、

保険金を支払いません。 

① 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に

起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 

② 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用戸室の電気の作用に伴って発生した電気的事故また

は機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊 

③ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約

上の責任（注２）を負うべき損害 

④ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊 

⑤ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊 

⑥ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、

ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損（注３）であって、借用戸室が有する機

能の喪失または低下を伴わない損壊 

⑦ 雨漏りおよび風、雨、雪、 雹
ひょう

、砂塵
じん

、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込み

または漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分（注４）が前条に規定する事故に

よって破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込みまたは

漏入することによって生じた損壊を除きます。 

⑧ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損壊が生じ

た場合を除きます。 

⑨ 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化（注５）または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、

腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊または

ねずみ食い、虫食い等に起因する損壊 

⑩ 借用戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって

借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故に

よる損壊を除きます。 

(3) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、

保険金を支払いません。 

① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約

定によって加重された損害賠償責任 

② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償

責任 

(4) 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払い

ません。 

(5) この特約においては、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合）(1)①の規定は適用しま

せん。 

（注１) 保険契約者、被保険者 

保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行する

その他の機関をいいます。 
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（注２）契約上の責任 

保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。 

（注３）外観上の損傷または汚損 

落書きを含みます。 

（注４）借用戸室の外側の部分 

外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。 

（注５）自然の消耗もしくは劣化 

日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。 

 

第３条（当会社による解決） 

(1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で貸主からの損害賠償請求の

解決に当たることができます。 

(2) (1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなり

ません。 

 

第４条（支払保険金の範囲） 

当会社が支払う保険金の範囲は、次のとおりとします。 

① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金 

② 被保険者が支出した次の費用 

Ỹ  χ  

ϯʽ ᵲ ♁  ᴪ∞ṁ ͔ ˢⱧᾮ ⱲχṰ ΣϢό ᵲ ♁ ˣ(1)

χ τṛ βϥ ᵲχ Ϙθψᶈ χ ♁χθϛτ Ϙθψ

πΚμθ׃  

ϱʽᾂ “►  (1)χ τṛ βϥᾂ χ Ϙθψ“►τ σ︣ Ϭβϥ

θϛτ ΰθ  

ϳʽừẍ  ⱧᾮχᾖԍρσϥϓΦἌ σⱧᾮΥ ΰθ ›τΣΜοʺ ᵲχ

Ϙθψᶈ χ ♁χθϛτ Ϙθψ ρ׃ ϛϣϦϥ︣ Ϭ

„αθῇτ χσΜάρΥ ΰθ ›ψʺζχ︣ Ϭ„α

θάρτϢμο ΰθ χΞκʺừẍ χθϛτ ΰθ ʺ

ΣϢόΚϣΤαϛ ᵓּזχ τϢϥ ӪϬ ο◦ ΰθ  

ϵʽ ᵓּזτϢϥᵔὨ  (1)τṛ βϥ ᵓּזτϢϥ ᵲ ẐχᵔὨτẸ βϥθ

ϛτ ᾑּיΥ ΰθ  

Ϸʽ ᵲ ᵔὨ  ᵲ ẐχᵔὨτνΜοʺ ᾑּיΥ ᵓּזχ τϢϥ Ӫ

Ϭ ο◦ ΰθ ʺ ῐ● ʺ ∆ʺ ᵔʺ τ ΰθ

ϜΰΨψꜘ ῖ τ ΰθ Ϙθψζχ ᾂ χ ϜΰΨ

ψ“►τ σ︣ Ϭβϥθϛτ ΰθ  

 

第５条（保険金の支払額） 

当会社が１回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。ただし、保険

金額を限度とします。 
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① 前条①の損害賠償金の額 

② 前条②の費用の額 

 

第６条（先取特権） 

(1) 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権（注）について先取特権を有します。 

(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。 

① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただ

し、被保険者が賠償した金額を限度とします。 

② 被保険者が貸主に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直

接、貸主に支払う場合。 

③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主が(1)の先取特権を行使したことによ

り、当会社から直接、貸主に支払う場合。 

④ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うこと

を貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、貸主が承諾した金額

を限度とします。 

(3) 保険金請求権は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の

目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)の①または④の規定により被保険

者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。 

（注）保険金請求権 

第４条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。 

 

第７条（保険金の請求） 

(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害

賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判

上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができる

ものとします。 

(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるもの

を電磁的方法等により当会社に提出しなければなりません。 

① 保険金請求書 

② 損害見積書 

③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書およ

び損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 

④ その他当会社が家財基本特約第１１条（保険金の支払時期）(1)に定める必要な事項の確認を行

うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁

的記録において定めたもの 

(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険

者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を

当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求すること

ができます。 



 

 

 

 

 

29 

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注１） 

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合

は、被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族（注２） 

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できな

い事情がある場合は、①以外の配偶者（注１）または②以外の３親等内の親族（注２） 

(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後

に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。 

(5) 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の

書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、

当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 

(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もし

くは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造し

た場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

（注１）配偶者 

法律上の配偶者にかぎります。 

（注２）親族 

親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎります。 

 

第８条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財

基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。 
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4 修理費用特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ ︠ ּס ᾭעχ ︠ϬΜΜʺ ϬḯϙϘβʻ 

ή Ⱨᾮ ͍ ˢ ᾑỲϬ◦ Ξ ›ˣχⱧᾮϬΜΜϘβʻ 

ꜛᾪ ᶛ Ἰ ᶎ Ṝ∏χάχ χꜛᾪ ᶛϬΜΜϘβʻ 

סּ ᾭע ᾑּיχּס βϥἸ ᶎ Ṝ∏χὺ τ ∕βϥạ χᾭע( )ϬΜ

Μʺ ᾑּיΥּס Ϙθψ βϥ ᾫζχכּʺ χ ὺ ΣϢόᴒᵰ

ʾ πΚμο τ ∕βϥϜχϬḯϙϘβʻ 

( ) ạ χᾭע 

Ⱨ ρΰοϜ► ΰοΜϥ ›ϬḯϙϘβʻ 

סּ  ᾭעϬ ᵲ χ τ ẛβϥθϛτ σ ϬΜΜϘβʻ 

ᵗ ﬞʺױ Ϙθψ ϬΜΜϘβʻ 

θ χ ᾑἸ  ͍ ˢ ᾑỲϬ◦ Ξ ›ˣχ ᵲϬ βϥ χ ᾑἸ ϘθψẶↄἸ

ϬΜΜϘβʻ 

ψ ᾑỲᶛ Ἰ ᶎ Ṝ∏χάχ χ ᾑỲᶛϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（保険金を支払う場合） 

当会社は、偶然な事故により、借用戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきま

たは緊急的（注）に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用を被保険者が負担

したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、借家人賠償責任特

約の規定によって保険金を支払う場合を除きます。 

（注）緊急的 

借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。 

 

第２条（保険金を支払わない場合） 

(1) 当会社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合）に規定する事由のほか、次に掲げ

る事由によって生じた修理費用に対しても保険金を支払いません。 

①借用戸室の貸主（注１）またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 

② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者

（注２）またはその者（注２）の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、

他の者が受け取るべき金額については除きます。 

③ 普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合）(2)①から④までの事由に随伴して生じた事故

またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 

(2) 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次に掲げる借用戸室の損壊による修理費用に対して
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は、保険金を支払いません。 

① 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に

起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 

② 借用戸室に対する加工・修理等の作業（注３）上の過失または技術の拙劣に起因する損壊 

③ 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用戸室の電気の作用に伴って発生した電気的事故また

は機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊 

④ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約

上の責任（注４）を負うべき損害 

⑤ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊 

⑥ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊 

⑦ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、

ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損（注５）であって、借用戸室が有する機

能の喪失または低下を伴わない損壊 

⑧ 雨漏りおよび風、雨、雪、 雹
ひょう

、砂塵
じん

、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込み

または漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分（注６）が前条に規定する事故に

よって破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込みまたは

漏入することによって生じた損壊を除きます。 

⑨ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損壊が生じ

た場合を除きます。 

⑩ 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化（注７）または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、

腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊または

ねずみ食い、虫食い等に起因する損壊 

⑪ 借用戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって

借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故に

よる損壊を除きます。 

⑫ 専用水道管のパッキングのみに生じた損壊 

（注１）借用戸室の貸主 

借用戸室の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機

関をいいます。 

（注２）その者（①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者） 

①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法

人の業務を執行するその他の機関をいいます。 

（注３）加工・修理等の作業 

借用戸室の建築、増改築作業等を含みます。 

（注４）契約上の責任 

保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。 

（注５）外観上の損傷または汚損 

落書きを含みます。 

（注６）借用戸室の外側の部分 

外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。 
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（注７）自然の消耗もしくは劣化 

日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。 

 

第３条（支払保険金の範囲） 

保険金支払の対象となる修理費用は、借用戸室を実際に修理した費用をいいます。ただし、次に

掲げるものの修理費用を除きます。 

① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部 

② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の

利用に供せられるもの 

 

第４条（保険金の支払額） 

(1)当会社が１回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理費用の額から自己負担額を差し引い

た額とします。ただし、保険金額を限度とします。 

(2) (1)の規定にかかわらず、借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場

合の修理費用については、当会社が１回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理費用または

１０万円のいずれか低い額とします。 

 

第５条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財

基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。 
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5 借用戸室の変更に関する特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ Ὃ ῇἸ  άχ ᾑἸ τ βϥ χṛ τϢϤὋ ήϦθ ᾑἸ ϬΜΜϘβʻ 

ή ּס ᾭסּ עἸ τṁξΦּס ΰοΜϥạ χᾭע( )ϬΜΜϘβʻ 

( ) ạ χᾭע 

Ⱨ ρΰοϜ► ΰοΜϥ ›ϬḯϙϘβʻ 

θ ὺ χ   ạ ӟ‭τạ βϥὺ ϒχ  ϬΜΜϘβʻ 

Ἰסּ  Ἰ ᶎ Ṝ∏χὺ ϜΰΨψᾭעτνΦ ζ̋χ Ϙθψיּ ὺ ︡ԏ

ỘּיϢϤ Ϥסּ Ϊθּי( )Ϭּסᴪ ρΰο ὫήϦθἸ ᶎ Ṝ∏χ

ὺ Ϙθψᾭעτḩβϥ Ἰסּ Ϙθψ► Ἰסּ ϬΜΜϘβʻθιΰʺ

ᾑṍḧᵫ◐ϢϤ τβπτᵔ Υ῟ Ϭ αοΜϥϜχϘθψṍḧ ρσμ

οΜϥϜχϬ ΦϘβʻ 

( Ϥסּ ( Ϊθּי 

ὺ ︡ԏỘּיϬ ΦϘβʻ 

σ ạ  Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ạ ϬΜΜϘβʻσΣʺ  ῇχὺ τ ∕βϥạ

χᾭעΥּס ᾭעχ ›ψ Ἰסּ χἸ ṍḧχ◐ṍ ϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（借用戸室の変更） 

(1) 保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知および当会社の承認をもって、この保

険契約で保険の対象とする家財を収容する契約内容確認証記載の建物を変更することができます。 

(2) (1)の規定に基づいて当会社が契約内容確認証記載の建物の変更を承認した場合であっても、変

更前の契約内容確認証記載の建物に被保険者所有の家財が収容されている場合は、その家財をこ

の保険契約の保険の対象である家財とみなします。また、この保険契約に借家人賠償責任特約お

よび修理費用特約が付帯されている場合は、変更前の契約内容確認証記載の建物に所在する居住

用の戸室を借用戸室とみなし、これらの特約を適用します。ただし、次のいずれか早い時までに

かぎります。 

① 契約内容確認証記載の入居日から 60 日を経過した時 

② 変更前の契約内容確認証記載の建物に関する賃貸借契約が終了した時 

(3)この保険契約に継続後契約がある場合で、（2）の家財または借用戸室の事故が継続後契約の保険

期間中に発生したときは、継続後契約の普通保険約款およびこれに付帯する特約を適用します。 

 

第２条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財

基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。  
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6 借用戸室の場合の被保険者に関する特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

ή ּס ᾭסּ עἸ τṁξΦּס ΰοΜϥạ χᾭע( )ϬΜΜϘβʻ 

( ) ạ χᾭע 

Ⱨ ρΰοϜ► ΰοΜϥ ›ϬḯϙϘβʻ 

θ ּסἸ  Ἰ ᶎ Ṝ∏χὺ ϜΰΨψᾭעτνΦ ζ̋χ Ϙθψיּ ὺ ︡ԏ

ỘּיϢϤ Ϥסּ Ϊθּי( )Ϭּסᴪ ρΰο ὫήϦθἸ ᶎ Ṝ∏χ

ὺ Ϙθψᾭעτḩβϥ Ἰסּ Ϙθψ► Ἰסּ ϬΜΜϘβʻθιΰʺ

ᾑṍḧᵫ◐ϢϤ τβπτᵔ Υ῟ Ϭ αοΜϥϜχϘθψṍḧ ρσμ

οΜϥϜχϬ ΦϘβʻ 

( Ϥסּ ( Ϊθּי 

ὺ ︡ԏỘּיϬ ΦϘβʻ 

ạ  Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑּיρ ạβϥּיϬΜΜϘβʻθιΰʺἸ ᶎ

Ṝ∏χὺ χ Ἰסּ τΣΪϥ ạ τᵺ βϥּיτΤΧϤϘβʻ 

 

第１条（この特約の適用条件） 

この特約は、家財基本特約第３条（保険の対象の範囲）に規定する家財が借用戸室に収容されて

いる場合に適用します。 

 

第２条（保険の対象の範囲および被保険者の範囲） 

(1) この特約が付帯された保険契約においては、同居人の所有する家財で契約内容確認証記載の建

物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財基本特約第３条（保険の対象の範囲）

に規定する家財に含めるものとします。ただし、同条(4)に規定する保険の対象に含まれないもの

に該当する物を除きます。 

(2) この特約が付帯された保険契約に借家人賠償責任特約および修理費用特約が付帯されている場

合の同特約の被保険者は、特別の約定がないかぎり、それぞれ、同特約の被保険者および同居人

（注１）とします。 

(3) この特約が付帯された保険契約に罹災時仮すまい費用特約が付帯されている場合の同特約の被

保険者は、特別の約定がないかぎり、同特約の被保険者および同居人とします。ただし、当会社

が保険金として支払う額は、被保険者の数にかかわらず、１回の事故につき、同特約第２条（保

険金の支払額）に規定する額を限度とします。 

（注１）同居人 

同居人が責任無能力者である場合は、同居人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義

務者に代わって責任無能力者を監督する者（注２）を借家人賠償責任特約の被保険者に含めます。た

だし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 

（注２）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 

責任無能力者の親族にかぎります。 
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第３条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財

基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。 
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7 保険料支払手段に関する特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ Ὠↄ “ᵓּז ᵓּזΤϣχӦ Ϭ Ϊοʺ ͍ ˢ ᾑ χ◦ ˣχὨↄ︣ Ϭ Μο ᾑ

Ἰ Τϣיּ ᾑ ᶛχὨↄϬ “βϥּיϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（保険料の支払） 

保険契約者は、当会社が定める決済手段によって、この保険契約の保険料（注）を支払うことと

します。 

（注）保険料 

契約内容変更時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。 

 

第２条（保険料の払込） 

保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容変更時に前条の決済手段による保険料の

支払の申出があった場合は、当会社は、保険契約者が、当該決済手段の会員規約やサービス利用規

約等に従い保険料相当額の決済手続きを完了した時に保険料を領収したものとみなします。なお、

保険期間が始まった後であっても、保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を

支払いません。 

 

第３条（追加保険料の払込の特則） 

当会社は、第１条（保険料の支払）にかかわらず、追加保険料の払込みを同条の決済手段以外の

方法により、請求できるものとします。 

 

第４条（保険料の返還） 

(1) 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合

は、当会社は、決済代行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。 

(2) 前項の規定に基づき当会社が保険料の返還を行う場合は、当会社は、第１条（保険料の支払）

の決済手段により保険料を返還できるものとします。 

 

第５条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および

付帯された他の特約の規定を準用します。 
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8 保険料分割払特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ Ἰ ᶎ  ᾑἸ χ Ὣρζχ Ϭ βϥϜχπʺ ᵓּזΥ ᾑἸ τיּ ΰ ꜗ

τϢμο ằβϥϜχϬΜΜϘβʻ 

ψ ₅ṍ  Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ₅ṍ ϬΜΜϘβʻ 

ᾑ ḏ ЯЛχ ᾑ ᾑ ḏϬΜΜϘβʻ 

Ϙ ₅ ᾑ  άχ ᾑἸ τΣΜο Μ₅ϘϦϥϓΦ ᾑ χ ᶛΤϣʺṌτ Μ₅ϘϦθ

ᾑ χ ᶛϬ₯ΰԏΜθᶛϬΜΜϘβʻ 

Ϟ ◦  ᾑṍḧχ χ βϥὮχ Ὦӟ‭χ ᾑṍḧχ τᴂ βϥ ϬΜΜϘ

βʻθιΰʺ ᾑṍḧχ τᴂ βϥ ΥσΜ ›ψζχ Ὦχ ρΰʺ

ζχὮӟ‭χ ◦ ψ Ὦ ρΰϘβʻ 

 

第１条（保険料の払込み） 

(1) 保険契約者は、保険料を契約内容確認証記載の回数および金額に分割して払い込むこととしま

す。 

(2) 保険契約者は、次に定める払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。 

Μ₅ϚϓΦ ᾑ  ₅ṍ  

͍ᵕ ᾑ  άχ ᾑἸ τ ήϦθ τ ϛϥ ›Ϭ Φʺάχ ᾑἸ

χ ὫⱲ 

͎ᵕӟ‭χ ᾑ  ᾑṍḧχ Υ βϥὮӟ‭τ βϥ Ὦχ  

 

第２条（第２回以降保険料不払の場合の免責） 

第２回以降の保険料について、保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末日の前日までに、そ

の払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、当該保険料を払い込む回目に応当する

約定支払日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

 

第３条（第２回以降保険料領収前の事故の特則） 

保険契約者が、払込期日に払い込むべき第２回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、

被保険者が、当該保険料を払い込む回目に応当する約定支払日からその払込期日の属する月の翌月

末日の前日までに発生した事故による損害に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、

保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その

事故に対する保険金を支払います。 
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第４条（保険料不払の場合の解除） 

(1) 当会社は、払込期日に属する月の翌月末日の前日までにその払込期日に払い込まれるべき保険

料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。 

(2) (1)の保険契約の解除は、(1)の保険料を払い込む回目に応当する約定支払日から将来に向かっ

てのみその効力を生じます。 

(3) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する電磁的方法等により解除の通知を行い

ます。 

 

第５条（保険料の取扱い－普通保険約款における解除等の場合） 

普通保険約款第１８条（保険料の取扱い－無効、失効、取消しまたは解除の場合）③、④および

⑤の規定は、当会社が返還すべき保険料(注)がある場合にかぎり、その保険料を返還します。 

（注）返還すべき保険料 

普通保険約款第１８条（保険料の取扱い－無効、失効、取消しまたは解除の場合）③、④および⑤

の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マ

イナスとなる場合は、当会社はその額を請求することができます。 

 

第６条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および

これに付帯された他の特約の規定を準用します。 
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9 自動継続特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ Ὃ ᶎ  ᵓּזΣϢό ᾑἸ Υʺάχיּ χṛ τϢϤ ᾑἸ ϬὋ βϥάρϬ

ᶎ βϥ ϬΜΜʺὋ ῇἸ χ ᾑṍḧ χ βϥὮχ Ὦχ Ϭ

ΜΜϘβʻ 

Ὃ ῇἸ  ͍ ˢ ᾑἸ χὋ ˣχṛ τϢϤὋ ήϦθ ᾑἸ ϬΜΜϘβʻ 

Ὃ ῇἸ χ ᾑ

 

Ὃ ῇἸ τ ήϦθ χ τϢϤ ᾑ Ϭ ᶤΰο Μ₅Ϛ ›ψʺ

͍ᵕ ᾑ ϬΜΜϘβʻ 

Ἰ ᶎ  ᾑἸ χ Ὣρζχ Ϭ βϥϜχπʺ ᵓּזΥ ᾑἸ τיּ ΰ ꜗ

τϢμο ằβϥϜχϬΜΜϘβʻ 

ψ ₅ṍ  Ὃ ῇἸ χ ᾑṍḧ χ βϥὮχ Ὦ ϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（保険契約の継続） 

(1) この保険契約は、次のいずれも満たす場合は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の

契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。 

① 継続確認日までに、保険契約者から別段の意思表示がないこと 

② 継続後契約の保険期間初日の属する月の前月末日より３週間前の日までに、当会社から別段の

意思表示がないこと 

(2) 継続後契約の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日の翌日とし、保険期間は継

続前契約と同一の期間とします。 

(3) (1)の規定によりこの保険契約が継続された場合は、当会社は、継続後の保険契約の内容を記載

した契約内容確認証を電磁的方法等によって、保険契約者に提示します。 

(4) (1)の規定にかかわらず、当会社は、法令等またはその他当会社の定めるところにより、保険契

約の引受けを行わないことがあります。 

(5) (1)から(3)までの規定にかかわらず、この保険契約が普通保険約款またはこの保険契約に付帯

された他の特約の規定により保険期間が満了する前に効力を失った場合には、この保険契約は継

続されないものとします。この場合において、既に当会社が継続後契約の保険料を領収している

ときは、当会社は、その全額を保険契約者に返還します。 

（注）同一の契約内容 

第６条（継続後契約に適用される料率等）に規定する場合を除きます。 

 

第２条（継続後契約の保険料および払込方法） 

(1) 継続後契約の保険料は、継続確認日までに当会社が通知する金額とします。 

(2) 保険契約者は、継続後契約の保険料を、払込期日までに払い込むものとします。 
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第３条（継続後契約の保険料不払の場合の免責） 

保険契約者が、前条の継続後契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末日前日までに、

その払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、継続前

契約の保険期間が満了した時から、払込期日の属する月の翌月末日前日までの期間中に生じた事故

による損害に対しては、保険金を支払いません。 

 

第４条（継続後契約の保険料領収前の事故の特則） 

保険契約者が、払込期日に払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠っていた場合において、

被保険者が、払込期日の属する月の翌月末日の前日までに発生した事故による損害に対する保険金

の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料

の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 

 

第５条（継続後契約の保険料不払の場合の保険契約の解除） 

(1) 保険契約者が、第２条（継続後契約の保険料および払込方法）の継続後契約の保険料について、

払込期日の属する月の翌月末日の前日までに、払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料

の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、継

続後契約を解除することができます。 

(2) (1)の規定による解除は、継続後契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じ

ます。 

 

第６条（継続後契約に適用される料率等） 

当会社が、次のいずれかの改定を実施した場合は、継続後契約に対し、継続後契約の保険期間の

初日における規定を適用するものとします。 

① 保険料率の改定 

② 法令改正等に伴う、普通保険約款および特約の改定 

 

第７条（保険料の増額もしくは保険金額の減額または継続の停止） 

(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところ

により、この保険契約が第１条（保険契約の継続）(1)の規定により継続されたときにおいて、保

険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。 

(2) 当会社は、本保険商品が不採算となり、継続後契約の引受けが困難となった場合には、この契

約の継続を行わないことがあります。 

 

第８条（継続後契約に適用される特約） 

この保険契約が第１条（保険契約の継続）(1)の規定により継続された場合は、継続後契約ごとに、

この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。 
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第９条（継続後契約の告知義務） 

(1) 第１条（保険契約の継続）(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、次のいずれ

かに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨をこの保険契約の満了する日までに

当会社に告げなければなりません。 

① 普通保険約款の告知事項に該当する事項に変更があったとき。 

② この保険契約の普通保険約款および付帯された他の特約の規定により当会社に通知すべき事

項が生じたとき。 

(2) 保険契約者または被保険者が(1)の告知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者および被

保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続後契約について改めて告知したものとみなしてこ

の特約に基づき保険契約を継続します。 

(3) (1)の規定による告知については、継続後契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約

における告知義務に関する規定を適用します。 

 

第１０条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および

これに付帯された他の特約の規定を準用します。 
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くらしのサポートサービス 利用規約 

１．サービスの提供内容および提供範囲  

本サービスは、本保険契約にご加入いただいたお客さまのみがご利用いただける「付帯サービス」

で、「水・カギかけつけサービス」と「法律相談サービス」の２種類のサービスを提供しています。 

なお、本サービスは、本利用規約に基づき、株式会社プライムアシスタンス（以下「委託会社」とい

います。）にサービスの運営を委託しています。 

 

（１）水・カギかけつけサービスの提供内容と提供範囲 

① 提供内容 

水・カギかけつけサービスは以下のサービスから構成されます。 

ア．水まわりのトラブル応急サービス 

イ．カギのトラブル応急サービス 

② サービスの対象物件 

水・カギかけつけサービスは、本保険契約において保険の対象となる家財を収容する建物の内、

被保険者（保険の対象の所有者）が専有・占有する居住部分を対象とします。 

③ 提供範囲 

ア．水まわりのトラブル応急サービス 

トイレや台所・浴室・洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れが

生じた場合に提携業者の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置（30 分

程度の軽作業）を実施します。（部品交換等を伴う本格的な修理にかかる費用など応急処置を

超える修理費用については、サービスの対象外となりお客さまのご負担となります。） 

※１ 応急処置に必要な費用には、出張費・作業代を含み、パッキン等の部品代を除きます。 

※２ 部品交換に関する部品代・作業代等の費用はお客さまのご負担となります。 

※３ 便器等の脱着作業に関する費用はお客さまのご負担となります。 

※４ マンションやアパート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生

じた詰まり、水漏れは対象外です。 

※５ 給排水管の凍結を原因とする場合はサービスの対象外です。 

※６ 屋外の水道など、居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外です。 

イ．カギのトラブル応急サービス 

カギを紛失した場合等に提携業者の手配を行い、応急処置（30 分程度の軽作業）として出

入口（玄関等）の開錠・破錠作業を行います。 

※１ 開錠・破錠の後に行った、カギの新規取付や部品交換に関する部品代・作業代等の費用は

お客さまのご負担となります。 

※２ サービスの対象は一般の住宅用の出入口のカギに限ります。併用住宅の店舗専用部分の出

入口の開錠・破錠、建物内のドアの開錠・破錠、物置・倉庫などの開錠・破錠は対象外です。

また、マンションやアパート等の集合住宅における共用部分のエントランス等は開錠・破錠

の対象外となります。 
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※３ カギおよびドアの種類によっては開錠・破錠作業ができない場合があります。 

※４ ホームセキュリティなどにご加入されている場合などは、ご加入の警備会社へ作業を依頼

させていただく場合があります。 

※５ お客さまご自身の立会いおよび身分証明（顔写真付きで物件住所の確認が出来る身分証明

書等のご提示）ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがありま

す。 

④ サービスを提供できない場合 

以下の事項に該当する場合はサービスの対象外となります。 

・故意、または重大な過失によって生じたトラブル 

・地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする場合 

・風災や水災等の自然災害を原因とする場合 

・戦争又は暴動を原因とする場合 

その他、お客さまご自身で業者を手配された場合や本保険の保険金のお支払い対象となる事故

による修理はサービスの対象外となります。 

 

（２）法律相談サービスの提供内容と提供範囲 

さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話でアドバイスを行います。（30 分程度）  

※ 弁護士に正式に委託される場合の費用は、お客さまのご負担となります。 

 

２．サービスの対象期間 

本サービスの対象期間は、本保険契約の保険期間の初日の翌日から保険期間終了日までとします。

（本保険契約がご継続契約の場合は、保険期間の初日からご利用いただけます。）ただし、保険期間の

途中で本保険契約が失効した場合または解約もしくは解除された場合は、サービスの提供は行いませ

ん。 

 

３．サービスの適用地域 

本サービスは日本国内でのみ適用されます。ただし、水・カギかけつけサービスは一部の地域で提

供できない場合があります。 

 

４．サービスの受付時間・連絡先  

（１）水・カギかけつけサービス 

①サービスの受付時間 

24 時間 365 日 

②連絡先 

0120-821-200 
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（２）法律相談サービス 

①サービスの受付時間 

法律相談サービスは原則予約制です。ご予約のお電話の受付時間は以下のとおりです。 

平日：午前 10 時～午後 5 時（土・日・祝日、12/31～1/3 を除きます。） 

②連絡先 

0120-821-200 

 

５．サービスをご利用いただく際の注意事項  

（１）サービス共通の注意事項 

① 委託会社は以下のいずれかに該当する場合は本サービスの提供は行いません。 

・公序良俗に反する場合 

・法令に違反する行為 

・第三者（Mysurance を含みます。）に不利益を与える行為（誹謗・中傷する行為、名誉・信用

を傷つける行為のほか、迷惑行為を含みます。） 

・営利を目的（商業目的）としてこのサービスを利用する場合 

・Mysurance または委託会社が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断した場合 

・保険金請求にかかわる事項等の相談やその他 Mysurance または委託会社が不適切と判断し

た場合 

② 本サービスは、サービス内容を予告なく変更する場合やサービスの利用を制限させていただく

場合があります。 

③ 戦争、地震・噴火またはこれらによる津波などの災害時には、本サービスをご利用いただけな

いことがあります。 

（２）水・カギかけつけサービス固有の注意事項 

① 水・カギかけつけサービスは提携業者をお客さまにご紹介し、利用料金の一部または全部を M

ysurance が負担するものです。 

② 提携業者によるサービス提供であり、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスの

提供ができない場合があります。 

③ サービスの提供範囲外の費用はお客さまのご負担となります。また、サービスのご利用後にサ

ービスの対象でないことが判明した場合、費用は全てお客さまのご負担となります。 

④ サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。 

（３）法律相談サービス固有の注意事項 

本サービスは、具体的な内容に関する法律相談のサービスのため、抽象的な内容や法律行為に基

づかない内容のご相談はお受けできない場合があります。 
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Ⅱ.個人賠償責任保険（２０２５年１０月改定） 

（引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社） 

1 賠償責任保険普通保険約款 

 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等において使用される用語の説明

は、次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約条項等において、別途用語の

説明がある場合は、その説明に従います。 

῎  

‰ ᾑṍḧ τʺ ᾑּיΥ ΰθβϓοχ χ ₅ ᴣχ ᶛϬΜΜϘβʻ 

Ḿᾑ ᵲχ χᴦ ϬΜΜϘβʻ 

Ḿᾑ ᴥ ⁮ ⱧχάʺϤσΨ‰ΥᾑḾχοΜντ‮ ᾑἸ π ϛϣϦοΜϥ ᾑ Υζχ

ḾᾑϬὓ▄χṁ ρΰο▄ ήϦϥ ᾑ τ βϥ τσϥάρϬΜΜϘβʻ 

⁮ ⱧϥβḩτᾑḾ ‮ σⱧʺκΞχ‮ ᾑἸ ₅ ˢζχ ϬḯϙϘβʻx χ

Ṝ∏ⱧομϢτράϥβρ‮ ᵓּזΥ⁮ ϬẐϛθϜχϬΜΜʺ χ ᾑἸ τ

ḩβϥⱧʻβϘϙḯϬ‮ 

∞ χ ᵗ ∞▀ ᴣ Ϭ βϥ χ ﬞʺ Ϙθψױ ϬΜΜʺ ︡ϜΰΨψ₴︡ήϦ

ϥάρϘθψ ﬞϬḯϙϘδϭʻ 

ﬞ῟ ᾑἸ χ Ϙθψԁ χ῟ Ϭ τΰΤμοﬞΞάρϬΜΜϘβʻ 

χ ᵲ χ ᵲΣϢόכ ϬΜΜʺάϦϣτṞԍβϥῇӹ ᵲΣϢό♂ ϬḯϙϘβʻ 

ᵲ ẐᾂּϥϢτᾮⱧχ∏Ṝ‮ י χ ᵲϘθψ∞ χ ᵗτνΜοʺ ᾑּיΥ

χ Ϭ βϥάρρσμθ ︣ ϬΜΜϘβʻ 

 ᾑּיӟᵰχּיϬΜΜϘβʻ 

χ ᾑἸ  άχ ᾑἸ χ Ϙθψԁ τ ΰο◦ Υ απΚϥ χ ᾑἸ Ϙθψ

ẶↄἸ ϬΜΜϘβʻ 

Ỳ ᾑ ὴṜ∏χỘ τ Ⱨβϥ ᾑּיχ► τ ΰοʺ ᾑṍḧ τΣΪϥ

χ ᴣρΰο ᾑּיΥ◦ ΞϓΦỲᶛχ ᶛϬΜΜʺζχ Ϭ ΜϘδϭʻ 

ᾑṍḧ יּ τʺ ʾ Ϭ ϩγ ᾑ ὴṜ∏χ☼ τ ϬẨήϦθ ԌϬ

ΜΜϘβʻθιΰʺ ᾑּיρ Ϭ αΨβϥ ΣϢό ᾑּיχỘ τ Ⱨ

βϥ► Ϭ ΦϘβʻ 

ᾑּי άχ ᾑἸ τϢϤ Ϭ ΪϥּיϬΜΜϘβʻ 

ᾑỲ ͍ ˢ ᾑỲϬ◦ Ξ ›ˣτṛ βϥ ᾑỲϬΜΜϘβʻ 

ᾑỲᶛ άχ ᾑἸ τϢϤ ήϦϥ ᵲΥ ΰθ ›τʺ ᵓּזΥ◦ ΞϓΦ ᾑỲ

χᾢ ᶛϬΜΜϘβʻ 
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ᾑἸ τάχזᵓּ יּ ᾑἸ χ ₅ϙϬβϥּיπΚμοʺάχ ᾑἸ Υ βϦωʺ

ᾑ χ◦ Ṱ Ϭ ΞάρρσϥּיϬΜΜϘβʻ 

῟ ᾑἸ χβϓοχ῟ ΥʺἸ ὫⱲΤϣ ασΤμθϜχρΰο︡ϤӌΞάρ

ϬΜΜϘβʻ 

Ỳᶛ ◦ ᾑỲχ▄ τΚθϤʺ ᵲχᶛΤϣΏ βϥ ᾑּיχꜛᾪ ᶛϬΜΜϘ

βʻ 

Ỳ ᾑṍḧ τʺ ᾑ ὴṜ∏χỘ τϢμο ᾑּיΥ βϓΦ ₅Ỳᶛχ ᶛ

ϬΜΜʺζχ Ϭ ΜϘδϭʻ 

 

第１条（保険金を支払う場合） 

当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の事故（以下「事故」といいます。）

により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって

被る損害（以下「損害」といいます。）に対して、保険金を支払います。 

 

第２条（損害の範囲および責任限度） 

(1) 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのとおりとします。 

① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金（損害賠償金を支払うことによって代位

取得するものがある場合は、その価額を控除します。） 

② 被保険者が第１８条（事故の発生）②の義務を履行するために支出した必要または有益であっ

た費用 

③ 被保険者が第１８条（事故の発生）③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した

必要または有益であった費用 

④ 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停

に関する費用 

⑤ 被保険者が第１９条（当会社による解決）(1)の協力のため支出した費用 

⑥ 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第１８条

（事故の発生）③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場

合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対

する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用 

(2) 当会社の責任は、１回の事故ごとについて定めます。 

(3) １回の事故について、当会社が支払うべき(1)①の金額は、次の算式によって得られた額としま

す。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 

(1)①の損害賠償金の額－保険証券に記載された免責金額 

(4) 当会社は、(1)②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、(1)①の損害賠償

金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、(1)④の費用は、次の算式によって得ら

れた額とします。 
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(1)④の費用×
保険金額

 (1)①の損害賠償金の額
  

 

第３条（保険適用地域） 

(1) 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券記載の国または地域（以下「保険証券適用地域」

といいます。）において発生した事故に起因する損害にかぎります。 

(2) (1)の規定にかかわらず、保険証券適用地域において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟に

より提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴

訟による損害にかぎります。 

(3) この普通保険約款に付帯される特約条項等に(1)または(2)と異なる規定がある場合は、その特

約条項等の規定に従います。 

 

第４条（保険金を支払わない場合） 

当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる賠償責任

を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任 

② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴

動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害

され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）に起因する賠償責任 

③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 

④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有す

る者に対して負担する賠償責任 

⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 

⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 

⑦ 排水または排気（煙または蒸気を含みます。）によって生じた賠償責任 

⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって

加重された賠償責任 

 

第５条（保険責任の始期および終期） 

(1) 保険期間は、その初日の午後４時(注)に始まり、末日の午後４時(注)に終わります。ただし、保険

期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保

険金を支払いません。 

(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。 

(注) 午後４時 

保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。 

 

第６条（調査） 

当会社は、保険期間中いつでも、事故発生の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を
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被保険者に請求することができます。 

 

第７条（告知義務） 

(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実

を正確に告げなければなりません。 

(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失

によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約

者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(3) (2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。 

① (2)に規定する事実がなくなった場合 

② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知

らなかった場合(注) 

③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会

社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合におい

て、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社

が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。 

④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合または

保険契約締結時から５年を経過した場合 

(4) 事故が生じた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第１１条（保険契約の解除）

(4)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支

払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しませ

ん。 

(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 

当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を

告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 

 

第８条（通知義務） 

(1) 保険契約締結の後、告知事項に変更を生じさせる事実（ただし、他の保険契約等に関する事実

を除きます。）が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通

知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありま

せん。 

(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意

または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契

約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過し

た場合または危険増加が生じた時から５年を経過した場合は適用しません。 

(4) (2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第１１条（保険契約の解

除）(4)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生し

た事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険
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金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については

適用しません。 

(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲

（保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に

当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。）を超えることとなった場合は、当会社

は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(7) (6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第１１条（保険契約の解

除）(4)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生し

た事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険

金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

 

第９条（保険契約者の住所変更） 

保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そ

の旨を当会社に通知しなければなりません。 

 

第１０条（契約内容の変更） 

(1) 保険契約者は、第７条（告知義務）から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場合は、

書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。 

(2) (1)の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故による損害については、契

約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に

付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。 

 

第１１条（保険契約の解除） 

(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができ

ます。 

(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書

面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的

として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 

② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした

こと。 

③ 保険契約者が、次のア．からオ．までのいずれかに該当すること。 

ア．反社会的勢力(注１)に該当すると認められること。 

イ．反社会的勢力(注１)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認

められること。 

ウ．反社会的勢力(注１)を不当に利用していると認められること。 

エ．法人である場合において、反社会的勢力(注１)がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること。 
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オ．その他反社会的勢力(注１)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 

④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある

場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重

大な事由を生じさせたこと。 

(3) 当会社は、被保険者が(2)③ア．からオ．までのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対す

る書面による通知をもって、この保険契約(注２)を解除することができます。 

(4) 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

(5) (2)または(3)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、(4)の規定にか

かわらず、(2)①から④までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなさ

れた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合

において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

(6) 保険契約者または被保険者が(2)③ア．からオ．までのいずれかに該当することにより(2)または

(3)の規定による解除がなされた場合は、(5)の規定は、次の損害については適用しません。 

① (2)③ア．からオ．までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 

② (2)③ア．からオ．までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 

 

(注１) 反社会的勢力 

暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成

員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 

(注２) 保険契約 

被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 

 

第１２条（保険料の取扱い－告知義務・通知義務に伴う変更等の場合） 

(1) 次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、

当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算

出した額を返還または請求します。 

Ỹ  ᾑ χ ḥϘθψ Ẑ 

 ͓ ˢ⁮ Ṱ ˣ(3)

χ Ϭβϥ › 

  χ ᾑ ρ  ῇχ ᾑ ρχ₯ᶛϬ ḥϘθψ ẐΰϘ

βʻ 

 ͔ ˢ Ṱ ˣ(1)χ

τṁξΜο ᾑἸ

χ Ϭ  ( ͍)βϥ

› 

ϯʽ ᾑ Υʺ Ỳʺ ʺיּ Ỳʺ ‰ τ βϥᶤ›τϢ

μο ϛϣϦϥ › 

 χⱲΤϣ ᾑṍḧΥ βϥⱲϘπχṍḧτ ᴂβϥ  

ῇχ ᾑ ρ   χ ᾑ ρχ₯ᶛϬ ḥϘθψ ẐΰϘβʻ 

ϱʽ ᾑ ΥʺϯʽӟᵰτϢμο ϛϣϦϥ › 

(ϯ)  ῇχ ᾑ Υ   χ ᾑ ϢϤϜ Ψσϥ › 

ḥ ᾑ ˹ˢ   χ ᾑ ˵  ῇχ ᾑ ˣ˷ˢ͍˵

ṌὊᵃṍḧ( ͎)τ ᴂβϥ τἿΫϥ ṍ ˣ 

(ϱ)  ῇχ ᾑ Υ   χ ᾑ ϢϤϜ‰Ψσϥ › 

 ͍͌ ˢἸ χ

 ˣ(1)χ Ϭβϥ › 
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ᴥ ᾑ ˹ˢ  ῇχ ᾑ ˵   χ ᾑ ˣ˷ Ὂᵃ

ṍḧ( ͎)τ ᴂβϥ τἿΫϥ ṍ  

  

(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合（当会社が、

保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場

合にかぎります。）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ

とができます。 

(3) 当会社が(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこ

の保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保

険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加

が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については、

この規定を適用しません。 

(4) 当会社が(1)③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料

の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約

内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付

帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。 

 

(注１) 変更 

保険契約者または被保険者の申出に基づく危険の増加または危険の減少が生じた時をいいます。 

(注２) 既経過期間・未経過期間 

１か月に満たない期間は１か月とします。 

 

第１３条（保険料の精算） 

(1) 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる

場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出

しなければなりません。 

(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後１年以内の期間において、保険料を算出するため

に必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができ

ます。 

(3) 当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料（この保

険契約で定められた最低保険料に達しない場合はその最低保険料）と既に領収した保険料との間

に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。 

 

第１４条（保険契約の無効・取消し） 

(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を

もって締結した保険契約は、無効とします。 

(2) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当

会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。 
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第１５条（保険料の取扱い－無効・取消し・失効の場合） 

この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特

約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。 

Ỹ  ᾑ χ ḥ 

 άχ ᾑἸ Υ ῟ρσ

ϥ › 

Ṍτ Μ₅ϘϦθ ᾑ χ ᶛϬ ḥΰϘβʻθιΰʺ (1)χ

ṛ τϢϤάχ ᾑἸ Υ ῟ρσϥ ›ψʺṌτ Μ₅ϘϦθ

ᾑ Ϭ ḥΰϘδϭʻ 

 (2)χṛ τϢϤʺ

ᵓּזΥάχ ᾑἸ Ϭ︡

Ϥ ΰθ › 

Ṍτ Μ₅ϘϦθ ᾑ Ϭ ḥΰϘδϭʻ 

 άχ ᾑἸ Υﬞ῟ρσ

ϥ › 

ⱳχ▄꜠τϢϤ▄ ΰθᶛϬ ḥΰϘβʻ 

 

Ṍτ Μ₅ϘϦθ ᾑ ˷ˢ͍˵ṌὊᵃṍḧ( )τ ᴂβϥ τἿ

Ϋϥ ṍ ˣ 

 

(注) 既経過期間 

１か月に満たない期間は１か月とします。 

 

第１６条（保険料の取扱い－解除の場合） 

この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定め

がないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。 

Ỹ  ᾑ χ ḥ 

 ͓ ˢ⁮ Ṱ ˣ(2)̋ ͔ ˢ Ṱ ˣ

(2)ϜΰΨψ(6)̋ ͍͍ ˢ ᾑἸ χᵔ ˣ

(2) ϜΰΨψ(3)Ϙθψ ͍͎ ˢ ᾑ χ︡

ӌΜ˵⁮ Ṱ ʾ Ṱ τ Ξ   χ

›ˣ(2)χṛ τϢϤ ᵓּזΥάχ ᾑἸ Ϭ

ᵔ ΰθ › 

ⱳχ▄꜠τϢϤ▄ ΰθᶛϬ ḥΰϘβʻ 

 

Ṍτ Μ₅ϘϦθ ᾑ ˷ˢ͍˵ṌὊᵃṍḧ

( )τ ᴂβϥ τἿΫϥ ṍ ˣ 

 

 ͍͍ ˢ ᾑἸ χᵔ ˣ(1)χṛ τϢϤ

ᾑἸ Υάχיּ ᾑἸ Ϭᵔ ΰθ › 

 

(注) 既経過期間 

１か月に満たない期間は１か月とします。 

 

第１７条（失効・解除の特例） 

(1) 第１５条（保険料の取扱い－無効・取消し・失効の場合）③の規定にかかわらず、保険料が賃

金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第

１３条（保険料の精算）(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがな

いものとして計算します。 
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(2) 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定

められた保険契約の解除の場合は、第１３条（保険料の精算）(3)の規定によって保険料を精算し

ます。 

 

第１８条（事故の発生） 

保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」

を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違

反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。 

Ⱨᾮ ⱲχṰ  ₯ΰԏΨỲᶛ 

 ⱳχϯʽΤϣϳʽϘπχⱧϬ‮ σΨ π

ᵓּזτ βϥάρʻ 

ϯʽⱧᾮ χ Ⱳʺ ΣϢόⱧᾮχ ệσϣ

ότ ᵲּיχ ΣϢό♃ Ϙθψ  

ϱʽϯʽτνΜο ρσϥּיΥΚϥ ›ψʺζ

χּיχ ΣϢό♃ Ϙθψ  

ϳʽ ᵲ χ ẐϬ Ϊθ ›ψʺζχ  

ᾑἸ Ϙθψיּ ᾑּיΥάχṛ τ

Ӹ ΰθάρτϢμοʺ ᵓּזΥ μθ

ᵲχᶛ 

 τ ᵲ χ Ẑ( ͍)ϬβϥάρΥπΦϥ ›

ψʺζχᾂ χ Ϙθψ“►τ σ︣ Ϭβ

ϥάρʻ 

τ ᵲ χ Ẑ( ͍)ϬβϥάρτϢ

μο︡ βϥάρΥπΦθρ ϛϣϦϥ

ᶛ 

 ᵲχ ΣϢόᶈ χ ♁τ ϛϥάρʻ Ϙθψᶈ Ϭ ♁βϥάρΥπΦθ

ρ ϛϣϦϥ ᵲχᶛ 

 ᵲ χ Ẑ( ͍)Ϭ Ϊθ ›ψʺΚϣΤαϛ

ᵓּזχ Ϭ σΜπʺζχ Ϙθψԁ Ϭ

ΰσΜάρʻθιΰʺ ᵲּיτ βϥᴂẍ︣

Ϙθψῐ ζχ χừẍ Ϭ“ΞάρϬ ΦϘ

βʻ 

ᵲ ΥσΜρ ϛϣϦϥᶛ 

 ᵲ χ Ẑ( ͍)τνΜοχ Ϭ ṞΰʺϘθ

ψ ṞήϦθ ›ψʺ σΨ ᵓּזτ βϥ

άρʻ 

ᾑἸ Ϙθψיּ ᾑּיΥάχṛ τ

Ӹ ΰθάρτϢμοʺ ᵓּזΥ μθ

ᵲχᶛ 

 
 χ ᾑἸ χ ΣϢό ( ͎)τνΜοʺ

σΨ ᵓּזτ βϥάρʻ 

 Τϣ ϘπχϕΤʺ ᵓּזΥ τ ρβϥ

Ϙθψ ẤρσϥϜχϬẐϛθ ›ψʺ σ

ΨʺάϦϬ ΰʺϘθ ᵓּזΥ“Ξ ᵲχ ₰

τẸ βϥάρʻ 

 

(注１) 損害賠償の請求 

共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 

(注２) 他の保険契約等の有無および内容 

既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 
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第１９条（当会社による解決） 

(1) 被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、

被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、

当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 

(2) 被保険者が正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被

った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。 

 

第２０条（保険金の請求） 

(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の①または②の時から発生し、これを行使することができ

るものとします。 

① 第２条（損害の範囲および責任限度）(1)①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請

求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立

した時 

② 第２条（損害の範囲および責任限度）(1)②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険

者が負担すべき費用の額が確定した時 

(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社

が求めるものを当会社に提出しなければなりません。 

① 保険金請求書 

② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書 

③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類 

④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第三者

に委任する場合） 

⑤ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその

金額を証明する書類 

⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また

は証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの 

(3) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げる

もの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。

この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなり

ません。 

(4) 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代

理人がいない場合は、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってそ

の旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求す

ることができます。 

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) 

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合

は、被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族 
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③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できな

い事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の３親等内の親族 

(5) (4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後

に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。 

(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場合または(2)から(4)まで

の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合

は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。 

(7) 保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって消滅

します。 

(注) 配偶者 

法律上の配偶者にかぎります。 

 

第２１条（保険金の支払時期） 

(1) 当会社は、請求完了日(注１)からその日を含めて３０日以内に、当会社が保険金を支払うために

必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。 

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害

発生の有無および被保険者に該当する事実 

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由とし

てこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または程度、事故と損害との関係、

治療の経過および内容 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、

失効または取消しの事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害

賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険

金の額を確定するために確認が必要な事項 

(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)

の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注１)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる

日数(注２)を経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事

項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。 

① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調

査結果の照会(注３) １８０日 

② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、

鑑定等の結果の照会 ９０日 

③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、

後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 １２０日 

④ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤ま

での事項の確認のための調査 ６０日 

⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本

国外における調査 １８０日 
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(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく

その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注４)は、これにより確認が遅延した期間につい

ては、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。 

 

(注１) 請求完了日 

被保険者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。 

(注２) 次の①から⑤までに掲げる日数 

①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 

(注３) 照会 

弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 

(注４) これに応じなかった場合 

必要な協力を行わなかった場合を含みます。 

 

第２２条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額） 

他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注１)の合計額が、損害の額(注２)を超え

るときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。 

① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 

この保険契約の支払責任額(注１) 

② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 

損害の額(注２)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた

残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注１)を限度とします。 

 

(注１) 支払責任額 

それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払う

べき保険金または共済金の額をいいます。 

(注２) 損害の額 

それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額

を差し引いた額とします。 

 

第２３条（代位） 

(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、

当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、

移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。 

① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 

被保険者が取得した債権の全額 

② ①以外の場合 

被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 

(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転し
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た債権よりも優先して弁済されるものとします。 

(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならび

にそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合

において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。 

 

(注) 損害賠償請求権その他の債権 

当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行

為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 

 

第２４条（先取特権） 

(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有し

ます。 

(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第２条（損害の範囲および責任限

度）(1)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。 

① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払

う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。 

② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当

会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 

③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先

取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 

④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金

を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。た

だし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。 

(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険

金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただ

し、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる

場合を除きます。 

 

(注) 保険金請求権 

第２条（損害の範囲および責任限度）(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。 

 

第２５条（保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い） 

(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が２名以上である場合は、当会社は、代表

者１名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は、他の保険契約者ま

たは被保険者を代理するものとします。 

(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険

者の中の１名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有

するものとします。 

(3) 保険契約者または被保険者が２名以上である場合は、それぞれの保険契約者または被保険者は、

連帯してこの普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等に関する義務を負う
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ものとします。 

(4) 被保険者が２名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用

します。 

 

第２６条（訴訟の提起） 

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。 

 

第２７条（準拠法） 

この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。 

  

（別表） 

 

短期料率表 

 

ṌὊᵃṍḧ 

Ϙθψ 

Ὂᵃṍḧ 

ṍ  

ṌὊᵃṍḧ 

Ϙθψ 

Ὂᵃṍḧ 

ṍ  

͍ΤὮϘπ 1/12 ͓ΤὮϘπ 7/12 

͎ΤὮϘπ 2/12 ͔ΤὮϘπ 8/12 

͏ΤὮϘπ 3/12 ͕ΤὮϘπ 9/12 

͐ΤὮϘπ 4/12 10ΤὮϘπ 10/12 

͑ΤὮϘπ 5/12 11ΤὮϘπ 11/12 

͒ΤὮϘπ 6/12 12ΤὮϘπ 12/12 
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2 個人特約 

この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。 

῎  

֫“  

 

σ֫“ΥπΦσΨσϥάρϬΜΜϘβʻθιΰʺ֫“βϥάρτνΦʺ

σḾᾑϬ ΞϜχϬΜΜʺ χ ( )χϙτṞԍβϥϜχϬ ΦϘβʻ 

( ) χ  

χּיϒχ ϬḯϙϘβʻ 

ṟ Ϭ “βϥ

χ ἇ 
Ṕּכʺ ṓʺכּ ЯЛй˔иʺϾ˔Уиϸ˔ʺк˔Фϳϴ˔ʺΜβʺכּ зТЕʺ

ϹϱЖϳϴϱНІ( )ϬΜΜϘβʻθιΰʺЅϴАЕЀ˔ІЌ˔ʺЮз˔Ё˔жϳр

Ж ה π ϣ ṩ☼ ρΰο► ήϦϥϜχʺк˔ФЕϳʺГϰ˔Н˔зТ

Е ℅ χσΜзТЕ ψḯϙϘδϭʻ 

( ) ϹϱЖϳϴϱНІ 

ṟ χϹϱЖτלμο “βϥНІϬΜΜϘβʻσΣʺ ṟ χϹϱЖ

τלμο “ΰοΜϥḧτΤΧϤʺṟ Ϭ “βϥ χ ἇρΰο︡Ϥӌ

ΜϘβʻ 

Ṝ ᾑּי ᾑ ὴṜ∏χ ϬΜΜϘβʻ 

ЁиТ  ӤΜχ Ϭ ϩγʺЁиТ ρΰοỸᵊήϦθ ΣϢόάϦτ ΰθ ( )

ϬΜΜʺ כּ ΣϢό Ӷע χ ☼ Ϭḯϙʺ ☼ χθϛτ► ήϦϥ

Ϭ ΦϘβʻ 

( ) ΰθ  

῝ ʺᴱ Υᵒ∕ΰοΜοϜ ψ ήϦϥάρσΨʺάϦϬ ΰθ

ρϙσΰϘβʻ 

∞  ϬΜΜʺД˔ЌʺЊТЕϳϴϯʺФкϽжЭ χ χϕΤʺ ⌠ᾂʺ

Ẩᾂʺ ‹ᾂʺẫỘᾂʺְỘᾂʺ…Ộᾂζχ άϦϣτ βϥᾂ χ∞▀ᾂϬḯ

ϙϘδϭʻ 

 Ṝ ᾑּיχạ χ τằήϦϥ ( ͍)ϘθψṜ ᾑּיΥ βϥṜ

ᾑּיӟᵰχạ χ τằήϦϥ ( ͍)ϬΜΜʺ ( ͎)χ ▀ΣϢό

▀ϬḯϙϘβʻ 

( ͍) ạ χ τằήϦϥ  

ԁⱲ τạ χ τằήϦϥ ϬḯϙϘβʻ 

( ͎)  

ӤΜχ Ϭ ϩγʺ χ ∕βϥ ΣϢόάϦτ ΰθ ( ͏)πʺ

ԁχ ᾑּיτϢμο ήϦοΜϥϜχϬΜΜϘβʻ 

( ͏) ΰθ  

῝ ʺᴱ Υᵒ∕ΰοΜοϜ ψ ήϦϥάρσΨʺάϦϬ ΰθ

ρϙσΰϘβʻ 

 ᾑּיΥ ⁯ τΣΜο σᾂ Ϭ βϥּיΤϣ ΰθ∞ χΞκʺ

ᾑּיΥḚ βϥϜχϬΜΜϘβʻ 

 ͒ χὬ ʺ ἌּיϘθψ͏ χԎ ϬΜΜϘβʻ 
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ᵗ ﬞʺױ Ϙθψ ϬΜΜϘβʻ 

Ἄּי ₒԎχ ︣ ϬΜΜʺₒԎχ ϬΰοΜσΜΥⱧם ₒԎḩἰρ χⱧ τΚ

ϥּיΣϢόᾭ χ Υ ԁπΚϥΥₒԎḩἰρӰσϣσΜ χלםϬ Πϥ

τΚϥּיϬḯϙϘβʻ 

ₒ άϦϘπτₒԎ ΥσΜάρϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（保険金を支払う場合） 

当会社は、被保険者が日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事

故(以下「事故」といいます。)による他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(注１)または

軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の賠償責任を負担することによって被

る損害（以下「損害」といいます。）に対して、保険金を支払います。 

① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 

② 被保険者の日常生活(注２)に起因する偶然な事故 

 

(注１) 盗取 

財物が受託品の場合にかぎります。 

(注２) 日常生活 

住宅以外の建物の所有、使用または管理を除きます。 

 

第２条（被保険者の範囲） 

(1) この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する者をいいます。 

① 記名被保険者 

② 記名被保険者の配偶者 

③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 

④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 

⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者の場合は、②から④までのいずれにも該当しない

記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を

監督する者(注１)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。 

⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、②から④までのいずれに

も該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能

力者を監督する者(注２)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 

(2) (1)の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となっ

た事故発生時におけるものをいいます。 

 

(注１) 監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者 

記名被保険者の親族にかぎります。 

(注２) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 

責任無能力者の親族にかぎります。 
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第３条（保険金を支払わない場合－その１） 

(1) 当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険

金を支払いません。 

① 保険契約者(注１)または被保険者の故意 

② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴

動(注２) 

③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

④ 核燃料物質(注３)もしくは核燃料物質(注３)によって汚染された物(注４)の放射性、爆発性その他有害

な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 

⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染 

⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づ

いて生じた事故 

(2) 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによっ

て被った損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない場合は、

その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 

② 前条に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する賠償責任 

③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償

責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場合を除きます。 

④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によっ

て加重された賠償責任 

⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任 

⑥ 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注５)の所有、使用または管理に

起因する賠償責任 

⑦ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 

⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任 

⑨ 航空機、船舶および車両(注６)または銃器(注７)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 

(３) 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払い

ません。 

 

(注１) 保険契約者 

法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 

(注２) 暴動 

群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、

治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 

(注３) 核燃料物質 

使用済燃料を含みます。 
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(注４) 核燃料物質(注３)によって汚染された物 

原子核分裂生成物を含みます。 

(注５) 不動産 

住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場合は、その部分を含みます。 

(注６) 船舶および車両 

次の①から④までのいずれかに該当するものを除きます。 

① 主たる原動力が人力であるもの 

② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート 

③ 身体障害者用の車(注８)および歩行補助車で、原動機を用いるもの 

④ 移動用小型車および遠隔操作型小型車 

(注７) 銃器 

空気銃を除きます。 

(注８）身体障害者用の車 

身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための身体障害者用の車いす等の車をいい

ます。ただし、原動機を用いるものである場合は法令に定める基準に該当するものにかぎり、遠隔操

作により通行させることができるものを除きます。 

 

第４条（保険金を支払わない場合－その２） 

(1) 当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する受託品の損壊または盗取によって生じた損

害に対しては、保険金を支払いません。 

① 自動車(注１)、原動機付自転車、船舶(注２)、航空機(注３)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれ

らの付属品(注４) 

② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン

模型およびこれらの付属品(注４) 

③ 動物、植物等の生物 

④ 稿本、設計書、図案、証書(注５)、帳簿その他これらに類する物 

⑤ 通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注６)、手形その他の有価証券その他これらに類

する物 

⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、その他これらに類する物 

⑦ 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物 

⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 

⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等 

⑩ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物 

⑪ 所持することが日本国の法令に違反する物 

⑫ 不動産(注７) 

⑬ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 

⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具 
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山岳登はん(注８)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭

乗、超軽量動力機(注９)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 

⑮ 受託した地および時における受託品の価額が１個もしくは１組または１対(注 10)で 100 万円を超

える物(注 11) 

⑯ その他下欄記載の物 

・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およ

びこれらの付属品 

・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス 

・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 

・漁具 

 

(2) 当会社は、受託品の損壊または盗取について、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由に

よって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 

② 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥 

③ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア．またはイ．

のいずれかに該当する場合は保険金を支払います。 

ア．火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合 

ϱʽ☼ ήϦθ ᾑּיχ︣ᴻ ΥʺἋ  τΣΪϥӗ ᶎ ᾁ₰ χ πζχ ϬᵗήϦ

θ › 

④ 自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、

剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由または

ねずみ食い、虫食い等 

⑤ 偶然な外来の事故に直接起因しない、受託品の電気の作用に伴って発生した電気的事故または

機械の稼働に伴って発生した機械的事故 

⑥ 建物外部から内部への雨、雪、 雹
ひょう

、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み 

⑦ 受託品の置き忘れ(注 12)または紛失(注 13) 

⑧ 詐欺または横領 

(3) 当会社は、受託品の損壊または盗取について、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当

する賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取に起因する賠償責任 

② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する

賠償責任(注 14) 

③ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途

以外に受託品を使用したことに起因する賠償責任 

 

(注１) 自動車 

被けん引車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 
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(注２) 船舶 

ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 

(注３) 航空機 

飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注９)、ジャイロプレーンをいいます。 

(注４) 付属品 

実際に定着(注 15)または装備(注 16)されているか否かを問わず、定着(注 15)または装備(注 16)することを前

提に設計、製造されたものをいいます。 

(注５) 証書 

公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。なお、旅券

および運転免許証を含みます。 

(注６) 預貯金証書 

通帳およびキャッシュカードを含みます。 

(注７) 不動産 

畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。 

(注８) 山岳登はん 

ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注

17)をいい、登る壁の高さが５ｍ以下であるボルダリングを除きます。 

(注９) 超軽量動力機 

モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパ

ラシュート型超軽量動力機を除きます。 

(注 10) １個もしくは１組または１対 

付属品(注４)を含みます。 

(注 11) １個もしくは１組または１対(注 10)で 100 万円を超える物 

ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 

(注 12) 置き忘れ 

保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 

(注 13) 置き忘れ(注 12)または紛失 

置き忘れ(注 12)または紛失後の盗難を含みます。 

(注 14) 受託品を使用不能にしたことに起因する賠償責任 

収益減少に基づく賠償責任を含みます。 

(注 15) 定着 

ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態を

いいます。 

(注 16) 装備 

備品として備え付けられている状態をいいます。 

(注 17) ロッククライミング 

フリークライミングを含みます。 

 

第５条（事故の発生） 

保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」
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を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違

反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。 

Ⱨᾮ ⱲχṰ  ₯ΰԏΨỲᶛ 

 ⱳχϯʽΤϣϳʽϘπχⱧϬ‮ σΨ π ᵓּז

τ βϥάρʻ 

ϯʽⱧᾮ χ Ⱳʺ ΣϢόⱧᾮχ ệσϣότ

ᵲּיχ ΣϢό♃ Ϙθψ  

ϱʽϯʽτνΜο ρσϥּיΥΚϥ ›ψʺζχּי

χ ΣϢό♃ Ϙθψ  

ϳʽ ᵲ χ ẐϬ Ϊθ ›ψʺζχ  

ᾑἸ Ϙθψיּ ᾑּיΥάχṛ

τӸ ΰθάρτϢμοʺ ᵓּזΥ

μθ ᵲχᶛ 

 τ ᵲ χ Ẑ( ͍)ϬβϥάρΥπΦϥ ›

ψʺζχᾂ χ Ϙθψ“►τ σ︣ Ϭβϥά

ρʻ 

τ ᵲ χ Ẑ( ͍)Ϭβϥάρ

τϢμο︡ βϥάρΥπΦθρ ϛ

ϣϦϥᶛ 

 ᵲχ ΣϢόᶈ χ ♁τ ϛϥάρʻ Ϙθψᶈ Ϭ ♁βϥάρΥπΦ

θρ ϛϣϦϥ ᵲχᶛ 

 τϢϥ ᵲΥ ΰθ ›ψʺθικτὕ╔ ϒ

Ϊ ϥάρʻ 

ᾑἸ Ϙθψיּ ᾑּיΥάχṛ

τӸ ΰθάρτϢμοʺ ᵓּזΥ

μθ ᵲχᶛ 

 ᵲ χ Ẑ( ͍)Ϭ Ϊθ ›ψʺΚϣΤαϛ ᵓ

χזּ Ϭ σΜπʺζχ Ϙθψԁ Ϭ ΰσ

Μάρʻθιΰʺ ᵲּיτ βϥᴂẍ︣ Ϙθψῐ

ζχ χừẍ Ϭ“ΞάρϬ ΦϘβʻ 

ᵲ ΥσΜρ ϛϣϦϥᶛ 

 

 ᵲ χ Ẑ( ͍)τνΜοχ Ϭ ṞΰʺϘθψ

ṞήϦθ ›ψʺ σΨ ᵓּזτ βϥάρʻ 

ᾑἸ Ϙθψיּ ᾑּיΥάχṛ

τӸ ΰθάρτϢμοʺ ᵓּזΥ

μθ ᵲχᶛ 

 
 χ ᾑἸ χ ΣϢό ( ͎)τνΜοʺ

σΨ ᵓּזτ βϥάρʻ 

 Τϣ ϘπχϕΤʺ ᵓּזΥ τ ρβϥ Ϙ

θψ ẤρσϥϜχϬẐϛθ ›ψʺ σΨʺάϦ

Ϭ ΰʺϘθ ᵓּזΥ“Ξ ᵲχ ₰τẸ βϥά

ρʻ 

 

(注１) 損害賠償の請求 

共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 

(注２) 他の保険契約等の有無および内容 

既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 
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第６条（普通保険約款の読み替え） 

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。 

① 用語の説明に関する表の「損害賠償請求権者」の規定中「身体の障害または財物の損壊」とあ

るのは「他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取（財物が受託品の場合にかぎります。）

または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能」、同表の「保険金」の規定中「第１条（保険金

を支払う場合）」とあるのは「個人特約第１条（保険金を支払う場合）」 

② 第２条（損害の範囲および責任限度）(1)②,③および⑥の規定中「第１８条（事故の発生）」と

あるのは「個人特約第５条（事故の発生）」、同条(1)⑥の規定中「前条に掲げる事故により、他人

の身体の障害または財物の損壊について」とあるのは「個人特約第１条（保険金を支払う場合）

に掲げる事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取（財物が受託品の場合に

かぎります。）または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能」 

③ 第２０条（保険金の請求）(2)の規定を次のとおり読み替えます。 

「 

(２) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、

当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。 

① 保険金請求書 

② 盗難による損害の場合は警察署の盗難届出証明書 

③ 被保険者が賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書 

④ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類 

⑤ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第

三者に委任する場合） 

⑥ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよび

その金額を証明する書類 

⑦ その他当会社が次条(１)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類

または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの 

」 

 

第７条（普通保険約款の適用除外） 

普通保険約款用語の説明に関する表の「財物の損壊」、同第１条（保険金を支払う場合）、同第４

条（保険金を支払わない場合）および同第１８条（事故の発生）の規定は適用しません。 

 

第８条（個別適用） 

この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって普通保

険約款第２条（損害の範囲および責任限度）に定める保険金額が増額されるものではありません。 

 

第９条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定

を準用します。   
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3 海外危険補償特約（個人特約用） 

この保険契約は、日本国外において発生した個人特約第１条（保険金を支払う場合）の①および②

に掲げる偶然な事故についても適用します。 
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4 包括契約に関する特約（毎月報告・毎月精算用） 

この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。 

῎  

ᶎ ᾑ  ͒ ˢ ˣ(1)χṛ τϢϥ τṁξΦ ᵓּזΥ▄ ΰθᶎ ᾑ ϬΜΜ

Ϙβʻ 

□ ᾑ  ᾑ ὴṜ∏χ□ ᾑ ϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（保険金を支払う場合および被保険者の範囲） 

当会社は、下欄記載の者すべてを被保険者とし、被保険者が被った普通保険約款および保険証券

記載の特約に規定する損害または傷害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。 

Mysurance 株式会社が引き受ける火災保険（スマート賃貸火災保険）のうち本賠償責任保険期

間内を保険始期とする契約の被保険者全員。 

 

第２条（保険責任の始期および終期） 

この特約により、当会社の各被保険者に対する保険責任の始期および終期は、下欄記載のとおり

とします。 

(1) 保険責任の始期 

第１条（保険金を支払う場合および被保険者の範囲）に規定する火災保険の保険始期 

 

(2) 保険責任の終期 

前項に定める保険責任の始期の翌月に到来する始期応当日の前日とする。 

ただし、その日が第１条（保険金を支払う場合および被保険者の範囲）に規定する火災保険

の終期でない場合は、その翌月に到来する始期応当日の前日まで延長し、火災保険の終期ま

で毎月延長するものとする。 

なお、第１条（保険金を支払う場合および被保険者の範囲）に規定する火災保険が解除、失

効等により終了した場合はその日を終期とする。 

 

第３条（保険金額） 

保険金額は各被保険者について同一とし、１被保険者につき保険証券記載のとおりとします。 

 

第４条（暫定保険料） 

(1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。 

(2) 普通保険約款第５条（保険責任の始期および終期） (1) の規定および普通保険約款に付帯され

る他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するも

のとします。 
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第５条（帳簿の備付け） 

保険契約者は、被保険者の氏名その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がそ

の閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。 

 

第６条（通知） 

(1) 保険契約者は、通知日(注)までに、１か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会

社に通知しなければなりません。 

(2) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な

過失があったときは、遅滞または脱漏のあった被保険者にかかわる損害または傷害に対しては、

保険金を支払いません。 

(3) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約

者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定により、当会社が、

保険金を支払わない場合を除きます。 

(4) (2)の規定は、当会社が(2)の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があるこ

とを知った時から(2)の規定により保険金を支払わない旨の保険契約者に対する通知をしないで

１か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から５年を経過した場合は適

用しません。 

 

(注) 通知日 

保険証券記載の通知日をいいます。 

 

第７条（確定保険料） 

(1) 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。 

(2) 保険契約者が(1)の確定保険料の払込期日後１か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、

当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができま

す。 

(3) (2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料を算出するため

の通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この

場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができま

す。 

(4) 第４条（暫定保険料）の暫定保険料は、これを最終の払込期日に払い込まれるべき確定保険料

との間で、その差額を精算します。 

 

(注) 払込期日 

保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。 

 

第８条（保険料の取扱い） 

普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合は、当会社は、普
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通保険約款の保険料の取扱いに関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を

返還または請求します。 

 

第９条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および

これに付帯される他の特約の規定を準用します。 
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5 賠償事故解決特約 

この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。 

῎  

ᾑỲᶛ ͍ ˢ Ⱨᾮχ ӤˣτἿΫϥ όϢΣ‮ χṛ τṁξΨ ᵲέρτʺ

ζϦηϦ ᾑ ὴṜ∏χϜχϘθψάχ Υ ήϦθ όϢΣ‮ π

ϛϣϦθϜχϬΜΜϘβʻ 

Ỳᶛ ◦ ᾑỲχ▄ τΚθϤʺ ᵲχᶛΤϣΏ βϥꜛᾪ ᶛϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（賠償事故の範囲） 

この特約における賠償事故とは、次に掲げる補償条項および特約において、被保険者が法律上の

損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して当会社が保険金を支払うことを定めた場

合のその損害の原因となる事故をいいます。 

・個人特約 

 

第２条（当会社による援助） 

当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故（注）にかかわる損害

賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社

が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは

訴訟の手続について協力または援助を行います。 

 

（注) 日本国内において発生した賠償事故 

被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。

以下この特約において同様とします。 

 

第３条（当会社による解決） 

(1) 普通保険約款第 19 条（保険金の支払）の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において発生

した賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次

条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対し

て支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のため

に、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続（注）を行います。 

(2) (1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなり

ません。 

(3) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。 

① １回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総

額が、保険金額を明らかに超える場合 

② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合 

③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合 

④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損
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害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合 

 

（注) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続 

弁護士の選任を含みます。 

 

第４条（損害賠償請求権者の直接請求権） 

(1) 日本国内において発生した賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生

した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当

会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 

(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定

める損害賠償額を支払います。ただし、１回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者

に対して支払うべき保険金の額（注１）を限度とします。 

① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者

と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した

場合 

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者

と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して

書面で承諾した場合 

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のアまたはイのいずれかに

該当する事由があった場合 

ア．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 

イ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。 

(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。 

被保険者が損害賠償

請求権者に対して負

担する法律上の損害

賠償責任の額 

－ 

被保険者が損害賠償

請求権者に対して既

に支払った損害賠償

金の額 

－ 

保険証券に免責

金額の記載があ

る場合は、その

免責金額 

＝ 損害賠償額 

(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、

損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。 

(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場

合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金

を支払ったものとみなします。 

(6) １回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額（注２）が保険金額を超える

と認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また

当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれ

かに該当する場合を除きます。 

① (2)④のアまたはイのいずれかに規定する事実があった場合 

② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合におい
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て、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合 

③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面

による合意が成立した場合 

(7) (6)②または③のいずれかに該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求

権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、１回の事故につき当会社が賠償事故について

被保険者に対して支払うべき保険金の額（注１）を限度とします。 

 

（注１) 支払うべき保険金の額 

同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引

いた額とします。 

（注２) 法律上の損害賠償責任の総額 

同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みま

す。 

 

第５条（損害賠償額の請求および支払） 

(1) 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦まで

の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。 

① 損害賠償額の請求書 

② 死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎と

なる収入の額を示す書類および戸籍謄本 

③ 後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の

算定の基礎となる収入の額を示す書類 

④ 傷害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書

および休業損害の額を示す書類 

⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書およ

び損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 

⑥ 他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書

類、修理等に要する費用の見積書（注１）および被害が生じた物の写真（注２） 

⑦ その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし

て当会社が交付する書面等において定めるもの 

(2) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの

以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この

場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 

(3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)の書類

に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当

会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。 

(4) 当会社は、前条(2)または(6)のいずれかに該当する場合は、請求完了日（注３）からその日を含め

て 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終

え、損害賠償額を支払います。 

① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、
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損害発生の有無および被保険者に該当する事実 

② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない

事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 

③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療

の経過および内容 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、

失効または取消しの事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害

賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害

賠償額を確定するために確認が必要な事項 

(5) (4)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(4)の規定にかかわ

らず、当会社は、請求完了日（注３）からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数（注４）を経

過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項お

よびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。 

① (4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査また

は調査の結果の照会（注５） 180 日 

② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、

鑑定等の結果の照会 90 日 

③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、

後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日 

④ 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された災害の被災地域における(4)①から⑤まで

の事項の確認のための調査 60 日 

⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本

国外における調査 180 日 

(6) (4)および(5)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確

認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注６）は、これにより確認が遅延した期間については、

(4)または(5)の期間に算入しないものとします。 

 

（注１) 修理等に要する費用の見積書 

既に支払がなされた場合はその領収書とします。 

（注２) 写真 

画像データを含みます。 

（注３) 請求完了日 

損害賠償請求権者が(1)の規定による手続を完了した日をいいます。 

（注４) 次の①から⑤までに掲げる日数 

①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 

（注５) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会 

弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 

（注６) これに応じなかった場合 

必要な協力を行わなかった場合を含みます。 
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第６条（仮払金および供託金の貸付け等） 

(1) 第２条（当会社による援助）または第３条（当会社による解決）(1)の規定により当会社が被保

険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、１回の事故につき、保険金額（注１）の範

囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。 

① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け 

② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の

名による供託 

③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け 

(2) (1)③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のために供託金（注２）の取

戻請求権の上に質権を設定するものとします。 

(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①または②の規定

は、その貸付金または供託金（注２）を既に支払った保険金とみなして適用します。 

① 第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）(2)ただし書 

② 第４条(7)ただし書 

(4) (1)の供託金（注２）が第三者に還付された場合は、その還付された供託金（注２）の限度で、(1)

の当会社の名による供託金（注２）または貸付金（注３）が保険金として支払われたものとみなします。 

(5) 第１条（賠償事故の範囲）に掲げる補償条項および特約の保険金の請求に関する規定により当

会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われた

ものとみなします。 

 

（注１) 保険金額 

同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）

の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 

（注２) 供託金 

利息を含みます。 

（注３) 貸付金 

利息を含みます。 

 

第７条（損害賠償請求権の行使期限） 

第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに

該当する場合は、これを行使することはできません。 

① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者

と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合

意が成立した時の翌日から起算して３年を経過した場合 

② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合 
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第８条（普通保険約款および特約の読み替え） 

この特約については、この特約が付帯された普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。 

① 普通保険約款第２条（損害の範囲および責任限度）(1)①の全文は、 

「① 次のアおよびイの合計額からウの額を差し引いた額 

 

ア．被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 

イ．判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 

ウ．被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得する

ものがある場合はその価額 

」 

② 同条(3)および(4)の規定中「損害賠償金の額」とあるのは「規定により算出されたものの額」 

 

第９条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯され

た普通保険約款および特約の規定を準用します。 

 

 

 

 

 

 

 


